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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期

決算年月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月 2023年３月

売上高 (百万円) 17,460 16,805 20,195 19,230 17,754

経常利益又は経常損失（△） (百万円) △155 25 1,289 1,805 1,925

親会社株主に帰属する当期純

利益
(百万円) 22 76 1,030 1,625 1,820

包括利益 (百万円) 48 107 1,216 1,432 1,404

純資産 (百万円) 9,029 9,137 10,296 10,765 12,170

総資産 (百万円) 26,492 24,816 26,217 23,059 23,964

１株当たり純資産 （円） 2,383.05 2,421.14 2,851.88 3,369.72 3,672.74

１株当たり当期純利益 （円） 7.83 27.10 364.98 575.18 640.98

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） 5.68 16.64 235.65 481.58 606.21

自己資本比率 （％） 34.1 36.8 39.3 46.7 50.8

自己資本利益率 （％） 0.2 0.8 10.6 15.4 15.9

株価収益率 （倍） 164.29 56.68 8.21 5.11 6.70

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 2,737 △1,123 859 3,352 △860

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △129 △163 △300 △263 151

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △1,385 419 △617 △2,333 △230

現金及び現金同等物の

期末残高
(百万円) 3,217 2,350 2,291 3,047 2,108

従業員数 （人） 817 775 698 659 657

　（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第72期の期首から適用しており、

第72期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期

決算年月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月 2023年３月

売上高 (百万円) 17,449 16,798 20,161 19,180 17,700

経常利益又は経常損失（△） (百万円) △153 △2 1,231 1,789 1,982

当期純利益 (百万円) 1,289 68 1,012 1,631 1,879

資本金 (百万円) 5,895 5,895 5,895 5,895 5,895

発行済株式総数 (千株) 5,130 5,130 5,073 4,073 3,651

純資産 (百万円) 8,139 8,206 9,163 9,833 11,713

総資産 (百万円) 25,260 23,504 24,650 22,745 24,201

１株当たり純資産 （円） 2,067.69 2,091.75 2,450.92 3,039.78 3,529.35

１株当たり配当額

（円）

     

普通株式 － － － － 30.00

(内１株当たり中間配当額) （－） （－） （－） （－） （－）

第２種優先株式 － － － － 13.864

(内１株当たり中間配当額) （－） （－） （－） （－） （－）

１株当たり当期純利益 （円） 456.71 24.14 358.69 577.52 661.80

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） 331.26 14.82 231.58 483.54 625.89

自己資本比率 （％） 32.2 34.9 37.2 43.2 48.4

自己資本利益率 （％） 17.2 0.8 11.7 17.2 17.4

株価収益率 （倍） 2.82 63.63 8.36 5.09 6.49

配当性向 （％） － － － － 4.5

従業員数 （人） 721 691 613 578 578

株主総利回り （％） 64.4 76.9 150.1 147.2 215.1

（比較指標：配当込みTOPIX） （％） (95.0) (85.9) (122.1) (124.6) (131.8)

最高株価 （円） 2,134 1,988 3,330 4,955 4,715

最低株価 （円） 910 750 1,371 1,911 2,469

　（注）１．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第72期の期首から適用してお

り、第72期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

２．最高・最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以前に

ついては東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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２【沿革】

年月 概要

1960年４月 日本電気株式会社と米国ヒューズ・エアクラフト・カンパニーの合弁会社として、東京都千代田

区丸の内に資本金３億60百万円で、防衛用及び一般産業用電子機器並びにこれらに使用される部

品の製造、販売、保守、修理等を営業目的とし、日本アビオトロニクス株式会社の商号をもって

設立

1961年11月 横浜市瀬谷区に現横浜事業所を開設

1964年６月 大阪営業所（現西日本支店）を開設

1965年11月 本店を東京都港区西新橋一丁目15番１号に移転

1969年４月 横浜事業所本館を新設

1970年４月 創立10周年を迎え、横浜事業所本館を増設

1970年11月 資本金を８億27百万円に増資

1971年４月 横浜事業所第３工場を新設

1975年８月 名古屋出張所（現中部支店）を開設

1979年４月 当社の全額出資により山梨アビオニクス株式会社を設立

1980年４月 創立20周年を迎え、社名を日本アビオニクス株式会社に変更

1983年６月 資本金を10億円に増資

1988年２月 東京証券取引所市場第二部に上場し、資本金を36億40百万円に増資

1989年９月 当社の全額出資により福島アビオニクス株式会社を設立（現連結子会社）

1989年12月 資本金を67億69百万円に増資

1994年７月 本店を東京都港区西新橋三丁目20番１号に移転

1998年４月 横浜事業所環境マネジメントシステム「ISO14001」認証取得

2003年３月 資本金を87億69百万円に増資

2003年４月 神奈川県高座郡寒川町に相模事業所を開設

2004年８月 資本金を51億45百万円に減資

2006年６月 日本電気株式会社からＮＥＣ三栄株式会社の全株式を譲受

2006年８月 本店を東京都品川区西五反田八丁目１番５号に移転

2008年４月 赤外線事業を会社分割により、ＮＥＣ Ａｖｉｏ赤外線テクノロジー株式会社（ＮＥＣ三栄株式

会社を商号変更）に承継

2010年５月 相模事業所を横浜市都筑区に移転し、新横浜事業所と名称を変更

2012年９月

2012年10月

2013年４月

2015年４月

2018年10月

資本金を58億95百万円に増資

ＮＥＣ Ａｖｉｏ赤外線テクノロジー株式会社を吸収合併

日本ヒューチャア株式会社の全株式を取得

日本ヒューチャア株式会社を吸収合併

山梨アビオニクス株式会社を吸収合併

2020年１月

 

2020年６月

公開買付けの結果、ＮＡＪホールディングス株式会社が議決権の50％超を保有することとなり、

当社の親会社となる

本店を神奈川県横浜市瀬谷区本郷二丁目28番２に移転

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場

に移行
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３【事業の内容】

　当社及び当社の関係会社は、当社、親会社（ＮＡＪホールディングス株式会社）及び当社子会社１社により構成さ

れ、情報システム、電子機器の販売を主な事業内容としております。当社企業グループの事業内容及び当社と関係会

社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

　なお、次の部門は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1)連結財務諸表　注記事項（セグメント情報

等）」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

 

部門 事業内容 主要な会社

情報システム

表示・音響関連装置、

誘導・搭載関連装置、

指揮・統制関連装置、

ハイブリッドＩＣ

当社、

福島アビオニクス㈱

電子機器
接合機器、

センシングソリューション

当社、

福島アビオニクス㈱

 
　当社の親会社であるＮＡＪホールディングス株式会社は、当社の株式2,236千株を所有しており、議決権の所有割

合は55.74％であります。同社は、事業活動を支配・管理する業務を行っております。

　以上について図示すると次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

(1）親会社

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の
被所有割合
（％）

関係内容

ＮＡＪホールディン

グス㈱
東京都千代田区 0

事業会社の株式を

取得・所有するこ

とにより、当該会

社の事業活動を支

配・管理する業務

55.74
事業活動の支配・

管理、役員の兼任

　（注）有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。

(2）連結子会社

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の所有割合
（％）

関係内容

福島アビオニクス㈱ 福島県郡山市

 

 

450

 

 

情報システム製品

等の製造
100

部品等の購入、資

金援助、建物の賃

借、役員の兼任

　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 2023年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

情報システム 402

電子機器 162

報告セグメント計 564

全社（共通） 93

合計 657

　（注）１．従業員数は就業人員を表示しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(2）提出会社の状況

   2023年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

578 48.7 20.9 6,827

 

セグメントの名称 従業員数（人）

情報システム 323

電子機器 162

報告セグメント計 485

全社（共通） 93

合計 578

 （注）１．従業員数は就業人員を表示しております。

２．従業員の平均年間給与は、時間外手当等諸手当及び賞与が含まれております。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(3）労働組合の状況

　日本アビオニクス労働組合は1964年10月に結成され、2023年３月31日現在の組合員数は297人であります。

　当組合は全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会に加盟しております。

　なお、会社と組合との関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。

(4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①提出会社

当事業年度

管理職に占める女

性労働者の割合

（％）

（注）１

男性労働者の育児

休業取得率（％）

（注）２

労働者の男女の賃金の差異（％）

（注）１

全労働者
うち正規雇用

労働者

うちパート・有期

労働者

3.6 28.6 56.5 67.1 43.1

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の４第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
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②連結子会社

当事業年度

名称

管理職に占める

女性労働者の割

合（％）

（注）１

男性労働者の

育児休業取得率

（％）

（注）２

労働者の男女の賃金の差異（％）

（注）１

全労働者
うち正規雇用

労働者

うちパート・

有期労働者

福島アビオニクス㈱ 0.0 0.0 75.8 78.2 42.9

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の４第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　当社企業グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。なお、文中における

将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社企業グループが判断したものであります。

 

(1) 経営方針

　当社企業グループは、独自のエレクトロニクス技術とシステム技術により、お客様のために新しい価値を創造

し、安全で豊かな社会（人と地球にやさしい情報社会）の実現に貢献することを経営の基本理念としておりま

す。

　この理念を実現するため、顧客価値経営を推進し、継続して営業利益率15％以上を出せる筋肉質な会社となる

ことを方針としております。また、成長戦略に向けた投資で会社を成長させ利益を最大化し、中長期的な企業価

値向上に努め、顧客・株主・従業員・社会などステークホルダーへの還元をはかってまいります。

 

(2) 経営戦略、経営環境及び優先的に対処すべき課題

　新型コロナウイルス感染症の感染対策により経済社会活動が正常化に向かう中で、ロシアによるウクライナ侵

攻の影響が長期化し、原材料の供給面での制約や価格上昇、金融資本市場の変動など先行き不透明な状況が継続

すると予想されます。また、防衛関連予算の増加傾向、スマートフォンの需要減、中国経済の停滞など当社を取

り巻く環境を注視しながらの事業運営になると考えております。

　当社企業グループでは、2022年６月に2024年度までの中期経営計画を公表いたしました。

　中期経営計画の方針を“更なる成長に向けた経営基盤強化と成長戦略推進”とし、成長のための投資を積極的

に行い、2024年度経営目標の実現に努めてまいります。そのために、競争力強化の全社的な取り組みとして、

Ｒ＆Ｄ、ものつくり、セールス＆マーケティングの３つの力を強化し、それを融合することで、顧客価値提案力

を強化してまいります。

　事業別には以下の施策を推進してまいります。

情報システム

　ＱＣＤの改善活動は、成果があがっていることから、今後も継続展開し、ものつくり力を強化して競争力を

高めてまいります。その上で、艦船搭載情報表示装置等を基盤事業として堅持するとともに、防衛予算増加の

市況に追随し、お客様のご要望を形にする技術力と提案力により、既存事業拡大や次期防衛装備品事業とし

て、安保３文書で示されている、スタンド・オフ防衛等へ領域を拡大してまいります。

電子機器（接合機器）

通信の大容量化・高速化や自動車の電動化・高機能化による、部品・材料・工法の変化が、当社の領域拡大

の機会と捉え、情報機器市場に加え、伸張している電池やモーター等の関連する市場に接合４工法（抵抗溶

接、パルスヒート、超音波、レーザ）を基軸に市場を開拓してまいります。

これらの需要獲得のため、海外販売網を強化するとともに、ＡＩやセンシング技術を取り入れて、検査やト

レーサビリティなど、付加価値を加えた製品の提供、接合４工法に画像認識・メカトロニクス・真空技術など

を組み合わせた装置の提供など、顧客価値を向上したソリューションを提案してまいります。

電子機器（センシングソリューション）

赤外線サーモグラフィの国内トップメーカーとして、これまでに培った熱の可視化を軸に、異常発熱や温度

上昇の予兆検知による事故や故障の未然防止、品質向上や生産性向上等に資することで、ものつくりへの貢献

を目指します。

対象市場としては、ヘルスケアは高齢化社会への進展などで社会課題となっている病気の早期発見・早期治

療、産業保安はインフラ・設備老朽化・事故防止等、スマートファクトリーはものつくりの変革にそれぞれ貢

献してまいります。今後は更にドローンやＡＩ等を活用することで、顧客価値を向上したソリューションを提

案してまいります。

 

(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2024年３月期　業績予想

売上高200億円、営業利益20億50百万円を見込んでおります。

2025年３月期　中期経営目標

2022年６月公表の中期経営計画の指標を一部変更し、継続して営業利益率15％以上を出せる会社を目指して

おり、2025年３月期の営業利益は26億円、また、ＲＯＥは10％以上を目標としております。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社企業グループが判断したものでありま

す。

 

(1) サステナビリティに関する考え方

　当社企業グループは「独自のエレクトロニクス技術とシステム技術により、お客様のために新しい価値を創造

し、安全で豊かな社会の実現に貢献します」を“経営理念”として掲げ、“Ａｖｉｏグループ企業行動憲章”で環

境への配慮、社会との調和、人権の尊重等を規定し、行動規範・行動指針に落とし込んだ上で事業活動を行ってお

ります。

　サステナビリティ（ＳＤＧｓ）に関連する課題については、事業活動の持続的発展と中長期的な企業価値向上の

ために重要な取り組みと認識し、2021年12月にサステナビリティ方針（※）を定めており、積極的に課題の解決に

向け取り組んでまいります。

　※サステナビリティ方針

『日本アビオニクスはサステナビリティを経営の最重要課題のひとつとして認識し、企業活動の全域で一人ひと

りがサステナビリティに配慮して行動し、豊かで持続可能な社会の実現に貢献すると共に、全てのステークホル

ダーに愛される企業となることを目指します』

 

　気候変動の社会の潮流は、部品や材質が変化し、ものつくりの現場に変化を与えるなど、当社企業グループのソ

リューションを生かす機会が増えていると認識しております。

　特に接合機器事業においては、社会の環境負荷低減を目指した、お客様の製品づくりに価値を提供するため、省

電力接合方法の提案や、伸長するＥＶ車市場に向けた軽量化素材の接合、異種材接合など様々な社会課題解決のた

めのソリューションを提供しております。

　また、センシングソリューション事業においては、設備の異常発熱や温度上昇の予兆を検知し、お客様の工場等

の重大事故を未然に防ぐソリューションの提供や、インフラ設備や建物を継続使用するためのメンテナンスに役立

つソリューションを提供し、安全・安心で持続可能な社会に貢献しております。さらに、ヘルスケア分野にも取り

組み、健康で安心な社会の実現にも貢献してまいります。

　今後もサステナビリティへの対応を強化するため、サステナビリティ委員会活動を促進し、マテリアリティの特

定、指標の決定に向けた準備を進めてまいります。

 

①ガバナンス

　当社企業グループのビジネスの方向性については中期経営計画を取締役会において、経営理念に沿った経営方

針に合致しているビジネスであるか、社会課題の解決に寄与する事業を推進しているか等、継続して議論してお

り、社外取締役との議論、監査役との意見交換を反映した計画になっております。

　今後、取締役会での議論を深め、サステナビリティ委員会の活動を促進してまいります。

 
 

②戦略

　短期・中長期の気候関連の潮流についてのリスクと機会に関しては、当社のビジネスが貢献できる領域が広が

る機会と捉えており、引き続き、安全安心で豊かな社会実現のため、当社企業グループのビジネスを積極推進す

る方針です。さらに、一歩進めて、事業の方向性をより明確にＳＤＧｓに向かうよう計画を策定いたします。

 
 

③リスク管理

　リスク・コンプライアンス委員会を設置し、環境配慮、社会との調和を定めた企業行動憲章に基づきリスクの

対応方針や課題について、取り組んでいます。サステナビリティ委員会や品質推進室（環境管理）で報告された

重要なリスクは、リスク・コンプライアンス委員会で取り纏め、取締役会で議論しています。

　当社企業グループの具体的なリスクについては、「第２　事業の状況、３ 事業等のリスク」をご覧ください。

 
 

④指標及び目標

　当社企業グループは、環境負荷の低い製品・サービスの提供や、社会の維持・継続に役立つソリューションを

提供する一方で、自社工場のＣＯ２排出量や使用する電力量等、削減に向けた取り組みを実施しております。具

体的な指標、目標につきましては、マテリアリティ特定後に改めて設定し、気候変動対策に貢献してまいりま

す。

※環境CSRレポートURL：https://www.avio.co.jp/company/about/environment/pdf/kankyo2022.pdf
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(2) 人的資本に関する戦略並びに指標及び目標

①人材育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針、戦略

　Ａｖｉｏグループ企業行動憲章において、従業員一人ひとりの個性を尊重するとともに、能力を十分に発揮

し、情熱をもって働ける環境の整備を掲げております。具体的には、経営戦略に合致した「主体的かつ自律的」

人財を育成するため、スキルマップを作成（スキルを可視化）、その力量評価に基づいた基礎スキル教育、専門

スキル教育や後継者育成計画を実施します。同時にウェルビーイング（働きがい）に向けた取り組みを推進し、

従業員のエンゲージメントを向上させてまいります。

　また当社企業グループは、Ａｖｉｏグループ企業行動憲章において、「従業員の尊重」を掲げており、女性・

外国人・キャリア採用者の管理職への登用等、中核人財の登用等における多様性の確保の重要性を認識しており

ます。

　当社企業グループは、従業員の女性比率が15％程度と高くないことから、まずは新卒採用における女性比率の

目標を設定し、目標達成に向けた新卒採用活動を展開していきます。その他、女性活躍に向けた取り組みとし

て、女性管理職を促進する施策に取り組んでまいります。

　なお、外国人・キャリア採用については、防衛事業もあり、各事業の戦略に応じて、適時適切な採用活動を継

続し、従業員の多様性確保に努めてまいります。

 

②指標及び目標

　毎年の新卒採用女性比率20％以上を目指します。

　その他の指標、目標につきましてはマテリアリティ特定後に設定し、開示する予定です。
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３【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、当社企業グループの事業その他に関す

るリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があり、顕在化の可能性が一定程度あると考えられる

主な事項を記載しております。

　なお、文中においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日（2023年６月

27日）現在において判断したものであります。また、以下の記載事項は、当社企業グループの事業等に関するリスク

すべてを網羅するものではないことをご留意ください。

　また、当社企業グループのリスク管理体制については、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンス

の状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ④リスク管理体制の整備の状況」に記載しております。

 

＜市場・事業運営に関するリスク＞

(1）顧客の需要動向等による影響について

　当社企業グループの情報システムについては、宇宙・防衛等の官公庁向けであるため、官公庁の需要動向及び直

接契約をしている大手防衛メーカーの事業展開の方針に影響されます。特に防衛予算の規模及び内容は、当社の防

衛関連製品に中期的に影響を及ぼす可能性があります。また、電子機器については、国内外の一般企業向けである

ため、顧客の設備投資の需要動向に影響されます。特に海外市場の動向等に想定を超える変化が生じた場合、業績

に影響を及ぼす可能性があります。そのため、顧客の需要動向を注視し、予算に織り込むなどの対応を行っていま

すが、こうした顧客の需要動向等に想定を超える変化が生じた場合、当社企業グループの業績及び財務状況に影響

を及ぼす可能性があります。

なお、前連結会計年度の有価証券報告書においては、日本電気株式会社との関係について記載しておりましたが、

ＩＴシステムの自立化が完了したうえ、情報システム製品における独自の技術力に基づき防衛関連製品に関して連

携をはかるなどにより、日本電気株式会社の連結子会社でなくなったことが当社の業績に影響を及ぼすリスクは一

定程度低下したと認識しており、当連結会計年度の有価証券報告書から削除し、本項目に統合しております。

　(2）価格競争について

　当社企業グループが事業を展開するエレクトロニクス業界において競争が激化しており、特に電子機器製品は激

しい価格競争にさらされております。当社企業グループではコストダウンを進めるとともに、高付加価値製品の投

入により市場競争力の維持・向上に努めておりますが、価格競争のさらなる激化や長期化が生じた場合、当社企業

グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　(3）棚卸資産等の処分について

　当社企業グループは、設計、資材調達から生産・出荷までのプロセス改善活動によりリードタイムの短縮等に努

めております。しかしながら、情報システム製品については長期にわたる製品ライフサイクルに対応するための保

守部品等の在庫、電子機器製品については需要動向の急激な変化等による在庫が発生することが想定されます。こ

れらの在庫が陳腐化した場合には、棚卸資産等の評価損や処分により当社企業グループの業績及び財務状況に影響

を及ぼす可能性があります。

　(4）技術革新への対応について

　エレクトロニクス業界は、技術の急速な進歩とそれに伴いユーザーのニーズやウォンツも急速に変化しておりま

す。当社企業グループではユーザーのニーズやウォンツに対応し、競争力を維持・向上して事業を成長していくた

めに意欲的な新製品開発を継続して実施しております。しかしながら、当社企業グループの努力を上回る速度での

技術革新、ユーザーのニーズやウォンツの変化が生じた場合、当社企業グループの業績に影響が及ぶ可能性があり

ます。

　(5）品質管理等について

　当社企業グループは、厳格な品質管理の下に製品を製造しておりますが、製品に欠陥が生じないという保証は無

く、欠陥の発生によりリコールの対象となる可能性や製造物責任を負う可能性は否定できません。社長直下の組織

として生産設計推進室及び品質推進室を設置しております。生産設計推進室では、設計からのＱＣＤ（品質・コス

ト・納期）の強化と継続的改善に向けたプロセス構築を実施し、品質推進室では三現（現地、現物、現実）主義監

査による品質不適切行為及び重要品質問題の発生防止に努めております。製造物責任についてはＰＬ保険に加入し

ているものの、状況によっては当社企業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

EDINET提出書類

日本アビオニクス株式会社(E01968)

有価証券報告書

 12/104



　(6）人材の確保・育成

　当社企業グループでは、競争力ある製品を開発、製造及び販売するため、優秀な人材を確保・育成し続ける必要

があり、このため積極的な採用・人材育成に努めています。しかしながら、必要な人材を確保・育成できない場

合、当社企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　(7）環境問題について

　当社企業グループの事業は、有害物質の使用及び取り扱い、廃棄物処理、製品含有化学物質、土壌・地下水汚染

の規制等を目的とした様々な環境法令の適用を受けており、環境方針に従って日常的な点検等を実施するなど、法

令及び政府当局の指針の遵守に努めております。しかしながら、将来、より厳格化する環境規制への対応等によ

り、当社企業グループの業績、財務状況及びレピュテーションに影響を及ぼす可能性があります。

　(8）災害・感染症等の影響について

　当社企業グループでは、大規模地震等の自然災害等に備え事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、安全確保・安否確

認、事業の早期復旧、経営データのバックアップ等の対策を進めております。また、感染症対策として、感染時の

対応フローを整備し、感染拡大防止に努めております。しかしながら自然災害等による生産拠点の直接被害の他、

原材料購入先・外注先の被害や流通網・供給網の混乱による操業の中断、生産・出荷の遅延等が発生する可能性が

あります。更に復旧対応のための費用支出等により、当社企業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性

があります。

　（9）サプライチェーンの影響について

　当社企業グループでは、当社企業グループ製品の部品、原材料等について安定的な調達及び品質の確保のため、

必要な在庫量の確保、複数社からの調達、調達先との密な情報共有に努めるとともに、部品、原材料の品質管理に

取り組んでおります。しかしながら、想定を上回る部品、原材料等の価格の高騰、自然災害や国際情勢の悪化等に

よる調達可能性の変動、品質不良、物流の混乱、インフラの制限等の結果、納入・納期の遅延、機会損失、売上原

価の上昇等により、当社企業グループの業績、財務状況及びレピュテーションに影響を及ぼす可能性があります。

＜コンプライアンス等に関するリスク＞

　(1）従業員等による不正行為等について

　当社企業グループは、企業倫理の確立並びに法令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的として制定した「Ａｖ

ｉｏグループ企業行動憲章」及び「Ａｖｉｏグループ行動規範」の徹底、コンプライアンスホットラインの周知徹

底、教育等により従業員等のコンプライアンス意識向上をはかっており、リスク・コンプライアンス委員会におい

てコンプライアンス体制の遵守状況の確認を行っております。しかしながら、これらにより従業員等による業務上

の不正行為等の発生の可能性がなくなるものではありません。従業員等による不正行為等が発生し、第三者に対す

る損害賠償請求、営業停止・取引停止処分等を受けた場合、当社企業グループの業績及び社会的評価に影響を及ぼ

す可能性があります。

　(2）知的財産権について

　当社企業グループは、他社と差別化できる技術とノウハウの蓄積に努めており、自社が保有する技術等について

は特許権等の取得による保護をはかるほか、他社の知的財産権に対する侵害がないようリスク管理に取り組んでお

ります。しかしながら、当社企業グループの知的財産権を無視した類似製品の出現、当社企業グループの認識して

いない知的財産権の存在又は成立によって当該第三者より損害賠償等の訴訟を起こされる可能性もあります。これ

らの結果、当社企業グループの業績、財務状況及び社会的評価に影響を及ぼす可能性があります。

　(3）情報セキュリティ・サイバーセキュリティについて

　当社企業グループは、「Ａｖｉｏ情報セキュリティ基本方針」に基づき、全従業員向けの情報セキュリティ教育

の定期的な実施の他、標的型攻撃メール訓練、外部機関によるネットワークの脆弱性診断、防衛事業向けのセキュ

リティ施策など、各種セキュリティ対策を実施することで、情報セキュリティ及びサイバーセキュリティの強化に

努めるとともに、事業遂行の過程で入手する多数の個人情報や機密情報の流出防止には細心の注意を払って管理し

ております。また、近年はサイバー攻撃の増加が想定され、防衛関係企業への不正アクセスが公表されるなど、セ

キュリティのリスクが高まっております。そのため、予想を超えるサイバー攻撃などの予期せぬ事態により情報の

流出・漏洩が発生した場合には、社会的信用の低下や、その対応に要する多額の費用負担が、当社企業グループの

業績、財務状況及びレピュテーションに影響を及ぼす可能性があります。
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＜財務・会計に関するリスク＞

　(1）資金の調達について

　当社企業グループは、当社企業グループの財務状況を定期的に管理し、健全な財務状況の維持に努めておりま

す。しかしながら、金融市場の不安定化、事業環境の悪化による信用力の低下等に伴い、資金調達に関するリスク

が増加した場合には、当社企業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　(2）繰延税金資産について

　当社企業グループが現在計上している繰延税金資産は、将来減算一時差異に関するもので、すべて将来の課税所

得を減額する効果を持つものです。市況の後退や経営成績の悪化などの事象により、当社企業グループが現在計上

している繰延税金資産の全額又は一部について回収可能性がないと判断した場合、繰延税金資産の取崩しにより、

当社企業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　(3）退職給付債務について

　当社企業グループは、確定給付企業年金に関するガイドラインを定め、財務に関する専門知識を有する人材を年

金資産の運用責任者として選任しております。運用方針については、年金事務局会議等での議論を経て、決定して

おります。実際の運用については、運用方針に基づいて信託銀行等に委託しております。しかしながら、当社企業

グループの年金資産の市場価値や運用利回りの変動、将来の予想退職給付債務の計算の根拠となる数理計算上の前

提の変更、また将来の年金制度や会計基準の変更があった場合、当社企業グループの業績及び財務状況に影響を及

ぼす可能性があります。

　(4）為替相場の変動について

　当社企業グループでは、外貨建ての案件を一部取り扱っており、為替相場の変動リスクを低減するために円建て

による取引を交渉するなどの対応を行っております。しかしながら、急激な為替相場の変動により、当社企業グ

ループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

　各部門、執行役員が出席するリスク・コンプライアンス委員会、取締役会の３段階による認識合わせを行った結果、

2023年度の当社企業グループの特に重要なリスクは、次のとおりであります。

　輸出管理規制への違反が発生するリスク

　近年の米中の対立を受けて、我が国の経済安全保障政策も刻々と変化しております。こうした変化に適切に対応する

ため、監督官庁や外部団体からの情報入手を始め、必要に応じて輸出管理体制を見直すなどの対策を行っております。

しかしながら、外部環境の変化に適切に対応できず、輸出管理規制に違反してしまった場合、当社企業グループの業

績、レピュテーション等に影響を及ぼす可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における当社企業グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

 

① 財政状態及び経営成績の状況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対する行動制限の緩和や各種政策の効果に

より、社会経済活動の正常化と景気の緩やかな持ち直しの動きがみられました。しかしながら、ウクライナ情勢の

長期化、世界的な金融引き締めが続く中での為替の大幅な乱高下、中国経済の新型コロナウイルス対策による景気

への影響、世界的なエネルギー価格の上昇、原材料価格の上昇や供給面での先行き不透明感などで厳しい状況とな

りました。

　当社企業グループを取り巻く事業環境は、世界的な購買意欲の低迷によるスマートフォンなどの需要減や半導体

不足等による電子部品関連メーカー及び自動車関連メーカーの減産に伴い、回復を見込んでいた設備投資に足踏み

がみられ、電子機器の関連需要は予断をゆるさない状況が続きました。

　このような状況の中で当社企業グループは、更なる成長に向けて経営基盤強化と成長戦略を推進してまいりまし

た。センシングソリューションでは、工場や施設での人による巡回点検に代わり、設備の異常発熱や温度上昇の予

兆を検知し、警報発報や異常箇所を特定し通知することで、事故や故障を未然に防止する遠隔監視用赤外線サーモ

グラフィを開発し、発売しました。接合機器では、ＥＶ車市場の急速な拡大に伴い、需要が大きく伸長している大

型車載モーターのコイルと端子の接合において、品質向上及び生産性向上のため、はんだレスで直接接合する

ヒュージング接合に最適な大電流通電・高精度制御による溶接を可能とする高信頼性インバータ式抵抗溶接機を開

発し、発売しました。また、電子機器製品の受注拡大を目指し、タイ（バンコク）での駐在員事務所の開所、並び

に当社電子機器製品をお客様に「見て」「触って」「経験」いただけるソリューションセンターを開設しました。

ソリューションセンターでは、アプリケーションと製品を展示し、お客様の持ち込みサンプルの実験も可能な

ショールームに加え、電子機器製品の特長や技術等をご説明するセミナールーム、海外とのオンライン商談や遠隔

プレゼンテーション・技術支援などを実施するウェビナールームを備え、お客様の困りごとに対する当社のソ

リューションを具体的に体感し、よりリアルな導入イメージを持っていただける場所としております。

　情報システムでは、受注残高を積み上げながら、生産平準化や収益性の向上に努めるとともに、防衛関連予算の

動きを注視しながら、既存事業の領域拡大及び次期防衛装備品事業など将来案件の提案活動を進めました。

　また、全社活動としましては、生産設計力の強化と継続的な改善に向けたプロセス構築、三現主義監査による品

質管理強化を推進し、原価低減及びものつくり力の向上に努めてまいりました。

　以上の結果、当期における当社企業グループの連結業績は、売上高は177億54百万円（前年同期比7.7％減）、営

業利益は19億51百万円（前年同期比１億０百万円増）、経常利益は19億25百万円（前年同期比１億19百万円増）、

親会社株主に帰属する当期純利益は18億20百万円（前年同期比１億95百万円増）とそれぞれ増益となりました。

　なお、営業利益率、経常利益、経常利益率及び親会社株主に帰属する当期純利益率は、上場来最高値を更新して

おります。

 

　セグメントの状況は、次のとおりであります。

情報システム

　情報システムは、大型プロジェクト等の受注促進に努めた結果、受注高は137億32百万円（前年同期比9.5％

増）、受注残高は97億22百万円（前年同期比16.5％増）の大幅増となりました。売上高についても123億54百万円

（前年同期比10.1％増）、セグメント利益は更なる収益性改善に努めた結果、16億28百万円（前年同期比８億47百

万円増）となりました。

電子機器

　接合機器及びセンシングソリューションは、スマートフォン関連や民生機器の需要減及び設備投資計画の見直し

により、売上高は54億０百万円（前年同期比32.6％減）、セグメント利益は３億23百万円（前年同期比７億47百万

円減）となりました。
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② キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ９億38百万

円減少し、21億８百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は次のとおりであります。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」

　営業活動の結果使用した資金は、８億60百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益及び仕入債務

が増加したものの、売上債権及び棚卸資産の増加により資金が減少したことによるものであります。

　前年同期比では、売上債権の増加等により42億12百万円使用が増加しております。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」

　投資活動の結果獲得した資金は、１億51百万円となりました。これは主に土地を売却したことによる収入及び有

形固定資産取得による支出によるものであります。

　前年同期比では、固定資産売却による収入が増加したこと等により４億14百万円使用が減少しております。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」

　財務活動の結果使用した資金は、２億30百万円となりました。これは主に借入金の返済によるものであります。

　前年同期比では、借入金の返済が減少したこと等により21億３百万円支出が減少しております。

　なお、当連結会計年度末における借入金残高は、前連結会計年度末に比べ２億20百万円減少し、36億50百万円と

なりました。
 

③ 生産、受注及び販売の実績

　セグメントごとの「生産、受注及び販売の実績」を示すと次のとおりであります。

(a）生産実績

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

（百万円）

前年同期比（％）

情報システム 12,248 108.6

電子機器 5,802 74.8

計 18,051 94.8

 

(b）受注実績

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

受注高（百万円） 前年同期比（％）
受注残高
（百万円）

前年同期比（％）

情報システム 13,732 109.5 9,722 116.5

電子機器 4,109 53.5 873 40.4

計 17,841 88.2 10,595 100.8

 

(c）販売実績

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

（百万円）

前年同期比（％）

情報システム 12,354 110.1

電子機器 5,400 67.4

計 17,754 92.3

　（注）主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

日本電気㈱ 3,695 19.2 4,293 24.2

富士通㈱ 3,867 20.1 4,021 22.6
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(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社企業グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであり

ます。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社企業グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成さ

れております。この連結財務諸表の作成に当たって採用している重要な会計方針は、第５「経理の状況」１．「連

結財務諸表等」（1）連結財務諸表　注記事項　の（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）に記載の

とおりであります。

　この連結財務諸表の作成にあたっては、当連結会計年度における経営成績等の状況に影響を与えるような見積

り、予測を必要としております。当社企業グループは、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基

づき、継続的に見積り、予測を行っております。そのため実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これ

らの見積りと異なる場合があります。

　連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積りのうち、重要なものは以下のとおりです。

（一定の期間にわたり履行義務を充足する契約における収益認識）

　一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断した契約については、履行義務の充足に係る進捗度に基づ

き収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度については、総原価見積額に対する発生原価の割合

（インプット法）で算出しております。総原価見積額は、契約ごとの連結会計年度末における見積値を使用し

ておりますが、見積値算定にあたっては、作業内容及び工数の見積りに不確実性を伴うため、当社企業グルー

プの業績を変動させる可能性があります。

（繰延税金資産の回収可能性）

　当社企業グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できること

や、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産

の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減

少した場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。

 

　新型コロナウイルス感染症については、感染症対策により経済社会活動が正常化に向かう中で経済政策や海外経

済の改善により景気持ち直しの動きが期待されます。しかし、感染症の更なる拡大や新たな変異株の発生等によ

り、お客様への訪問等の営業活動や部品入手に支障をきたすおそれがありますが、情報システムは防衛関連製品が

中心のため安定しており、電子機器は主に電池、モーター等関連の設備投資やヘルスケア、産業保安及びスマート

ファクトリー等関連需要が期待されます。

　これらにより、新型コロナウイルス感染症による当社企業グループにおける翌連結会計年度以後の業績に与える

影響は限定的なものと仮定し、当連結会計年度の会計上の見積りを行っております。
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② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

　(a）概要

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対する行動制限の緩和や各種政策の効果

により、社会経済活動の正常化と景気の緩やかな持ち直しの動きがみられました。しかしながら、ウクライナ情

勢の長期化、世界的な金融引き締めが続く中での為替の大幅な乱高下、中国経済の新型コロナウイルス対策によ

る景気への影響、世界的なエネルギー価格の上昇、原材料価格の上昇や供給面での先行き不透明感などで厳しい

状況となりました。

　当社企業グループを取り巻く事業環境は、世界的な購買意欲の低迷によるスマートフォンなどの需要減や半導

体不足等による電子部品関連メーカー及び自動車関連メーカーの減産に伴い、回復を見込んでいた設備投資に足

踏みがみられ、電子機器の関連需要は予断をゆるさない状況が続きました。

　このような状況において当社企業グループは、更なる成長に向けて経営基盤強化と成長戦略を推進してまいり

ました。センシングソリューションでは、工場や施設での人による巡回点検に代わり、設備の異常発熱や温度上

昇の予兆を検知し、警報発報や異常箇所を特定し通知することで、事故や故障を未然に防止する遠隔監視用赤外

線サーモグラフィを開発し、発売しました。接合機器では、ＥＶ車市場の急速な拡大に伴い、需要が大きく伸長

している大型車載モーターのコイルと端子の接合において、品質向上及び生産性向上のため、はんだレスで直接

接合するヒュージング接合に最適な大電流通電・高精度制御による溶接を可能とする高信頼性インバータ式抵抗

溶接機を開発し、発売しました。また、電子機器製品の受注拡大を目指し、タイ（バンコク）での駐在員事務所

の開所、並びに当社電子機器製品をお客様に「見て」「触って」「経験」いただけるソリューションセンターを

開設しました。ソリューションセンターでは、アプリケーションと製品を展示し、お客様の持ち込みサンプルの

実験も可能なショールームに加え、電子機器製品の特長や技術等をご説明するセミナールーム、海外とのオンラ

イン商談や遠隔プレゼンテーション・技術支援などを実施するウェビナールームを備え、お客様の困りごとに対

する当社のソリューションを具体的に体感し、よりリアルな導入イメージを持っていただける場所としておりま

す。

　情報システムでは、受注残高を積み上げながら、生産平準化や収益性の向上に努めるとともに、防衛関連予算

の動きを注視しながら、既存事業の領域拡大及び次期防衛装備品事業など将来案件の提案活動を進めました。

　また、全社活動としましては、生産設計力の強化と継続的な改善に向けたプロセス構築、三現主義監査による

品質管理強化を推進し、原価低減及びものつくり力の向上に努めてまいりました。

 

　(b）売上高

　売上高は、177億54百万円（前年同期比7.7％減）となりました。

　情報システムの売上高は、大型プロジェクトが堅調に推移したことにより123億54百万円（前年同期比10.1％

増）となりました。

　電子機器の売上高は、スマートフォン関連や民生機器の需要減及び設備投資計画の見直しにより54億０百万円

（前年同期比32.6％減）となりました。

 

　(c）売上総利益

　売上総利益は、原価率が改善したことにより57億43百万円（前年同期比4.9％減）となり、売上総利益率は

32.4％となりました。

 

　(d）販売費及び一般管理費、営業利益

　販売費及び一般管理費は、前年同期比３億99百万円減少の37億92百万円となりました。

　この結果、営業利益は19億51百万円となりました。これは、生産設計力強化等の全社活動による売上原価率の

前年同期比0.9％改善及び諸経費の削減によるものです。

 

　(e）営業外損益、経常利益

　営業外損益は、前年同期比18百万円改善の26百万円の損失となりました。

　この結果、経常利益は19億25百万円となりました。

 

　(f）親会社株主に帰属する当期純利益

　親会社株主に帰属する当期純利益は、営業利益及び経常利益が改善したこと等により前年同期比１億95百万円

増加の18億20百万円の利益となりました。
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③ 資本の財源及び資金の流動性

　（契約債務）

　　2023年３月31日現在の契約債務の概要は次のとおりであります。

 年度別要支払額（百万円）

契約債務 合計 １年以内 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超

短期借入金 1,510 1,510 － － －

長期借入金 2,140 60 120 1,960 －

　上記において、連結貸借対照表の短期借入金に含まれている１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含

めております。

 

　（財政政策）

　当社企業グループにおける主な資金需要は、情報システム、電子機器の製造・販売を行うために必要な運転資

金、販売費、研究開発活動などがあります。必要な資金は主に営業活動によるキャッシュ・フローで得られる資金

を充当し、必要に応じて金融機関からの借入金による調達を実施しております。

 

　(a）資産

　当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ９億４百万円増加の239億64百万円となりました。

　流動資産は前連結会計年度末に比べ15億59百万円増加し、174億３百万円となりました。これは主に情報シス

テムの受取手形、売掛金及び契約資産が増加したことによるものであります。

　固定資産は前連結会計年度末に比べ６億55百万円減少し、65億60百万円となりました。これは主に土地及び投

資その他の資産が減少したことによるものであります。

 

　(b）負債

　当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ５億０百万円減少の117億93百万円となりました。

　流動負債は前連結会計年度末に比べ３億17百万円減少し、70億67百万円となりました。これは主に支払手形及

び買掛金、電子記録債務が増加したものの、短期借入金及び未払金が減少したことによるものであります。

　固定負債は前連結会計年度末に比べ１億82百万円減少し、47億26百万円となりました。これは主に長期借入金

が増加したものの、繰延税金負債が減少したことによるものであります。

　なお、当連結会計年度末における借入金残高は前連結会計年度末に比べ２億20百万円減少し36億50百万円とな

りました。

 

　(c）純資産

　当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ14億４百万円増加し、121億70百万円となりました。

これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益を計上したことにより利益剰余金が増加したことによるものであ

ります。

 

　(d）キャッシュ・フローの分析

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要　②キャッ

シュ・フローの状況」に記載のとおりです。

 

５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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６【研究開発活動】

　当社企業グループは、独自のエレクトロニクス技術とシステム技術をもとに、新しい価値を創造することを目指

し、先端技術分野での基礎研究、応用研究をはじめとして、事業運営に直結した新技術、新製品の開発を行っており

ます。

　現在の研究開発活動は主に情報システム及び電子機器の技術部門により進めております。

　なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は、487百万円であり、主な研究内容は以下のとおりでありま

す。

 

(1）画像処理（検知／識別）における人工知能活用の研究

　近年、ドローンをはじめとする無人航空機の活用は爆発的に拡大しており、その有用性については十分に証明さ

れつつあります。しかしながら、無人航空機は重量等により飛行時間や搭載機器が限られており、大型で高価な衝

突回避システムでは本来の性能を制約してしまうため、より小型で安価な衝突回避システムのニーズが顕著となる

ことが予想されます。

　そこで当社企業グループでは昨年まで実施した衝突回避システムのための光波センサーを用いた物体検知技術の

製品化を加速すべく、当該技術を実装するハードウェアとソフトウェアの標準環境の構築を開始しました。2022年

度は、データに情報を付加するアノテーションに必要な標準環境の構築を行いました。今後、標準環境の構築を継

続し、さらなる検知精度の向上を行ってまいります。
 

(2）高信頼性インバータ式抵抗溶接機「ＮＲＷ－ＩＮ９００Ｐ」及び高効率トランス「ＮＴ－ＩＮ３２Ｋ４４４」の

開発

　「脱炭素社会の実現」に向けて全世界で推進されている二酸化炭素（ＣＯ２）削減の取り組みにより、ＥＶ車の

市場が急速に拡大しています。それに伴い、駆動用の大型モーターの需要が拡大しています。また同時に大電流に

対応したバスバー、ハーネス、ブレーカー、接点などの電気部品の需要も増加しています。

　このたび当社企業グループにおいては「大型モーター」や「車載電装品」の生産に必要となる大電流による溶接

や生産性及び品質向上といったニーズに対応するため、高信頼性インバータ式抵抗溶接機「ＮＲＷ－ＩＮ９００

Ｐ」及び高効率トランス「ＮＴ－ＩＮ３２Ｋ４４４」を開発いたしました。

　本製品は従来の当社企業グループ製品にはなかった下記の機能を有しております。

１）大型駆動モーターのヒュージング溶接等を可能とする最大32,000Aの大溶接電流出力を実現

２）車載市場に求められる高い溶接品質と生産性向上の両立を実現するための以下の新機能を実現

①パルセーションモードでの多段、長時間通電機能

②センサー入力による通電中補正機能

③アナログ入力制御機能

３）溶接条件出しに便利な溶接波形モニタリング新機能を実現

　本製品により大溶接電流の出力が可能となり、上記のような多彩な新機能を追加したことで、確実な電気的導通

と安定した仕上がり寸法が求められるモーターなどを高精度に溶接することができます。

　以上の特徴により様々な顧客ニーズに対応することで、顧客価値を高めると同時にこれまで以上に社会課題解決

に貢献できる製品となっております。
 

(3）赤外線サーモグラフィ「ネットワークサーモＮ５０」の開発

　近年、高度経済成長期に建設された様々な工場や施設の設備の老朽化による事故が多く発生する傾向にありま

す。一方、少子高齢化が進み、それら設備を維持するための保守点検・検査要員不足が社会的な問題となっており

ます。これらの市場ニーズに対し、人による巡回点検に代わり、点検・検査箇所に常設し遠隔監視することで設備

の異常発熱を検知し、保守点検・検査要員不足を補うことを目的とした遠隔監視用赤外線サーモグラフィ「ネット

ワークサーモＮ５０」を開発しました。従来の当社企業グループの遠隔監視ソリューションでは実現していなかっ

た以下の技術を搭載し、システム構築のトータルコストを抑制するソリューションを提供いたします。

　・ＷＥＢサーバー機能を搭載することで専用ソフトウェアを使わずに汎用のＷＥＢブラウザーにて、複数台で熱

画像表示、操作が可能

　・構造設計及び部品選定を最適化することで環境性能を向上させ、サーモグラフィ単体での屋外設置が可能

　本製品の特徴を活かし、変電設備の予兆検知(異常発熱を検知し、劣化による故障を検知)や鉄道架線、橋梁など

の状態監視、ごみ処理場などの発火監視の用途に対し、「スマート化」・「複数台のネットワーク接続」を提供

し、社会課題の解決に貢献してまいります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度において、当社企業グループでは、グループ全体で101百万円の設備投資を行い、その主なものは

情報システム用生産設備の増強等であります。

　なお、当連結会計年度において旧山梨アビオニクス株式会社（2018年10月に吸収合併）の敷地を譲渡し、土地売却

益83百万円を計上しております。

 

２【主要な設備の状況】

　当社企業グループの当連結会計年度末における主要な設備は次のとおりであります。

　(1) 提出会社

2023年３月31日現在
 

事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物

（百万円）

機械装置
及び運搬具
（百万円）

工具、器具
及び備品

（百万円）

土地
（百万円）
(面積㎡)

合計
（百万円）

横浜事業所

(神奈川県横浜市瀬谷区)

情報システム

他

生産設備

その他設備
203 24 55

3,289

(27,048)
3,572 366

本社、新横浜事業所

(神奈川県横浜市都筑区)
電子機器他

生産設備

その他設備
60 12 116

－

(－)
188 197

西日本支店他

(大阪府大阪市淀川区他)
電子機器 その他設備 4 0 18

－

(－)
22 15

 

(2) 国内子会社

2023年３月31日現在
 

会社名 所在地
セグメントの

名称
設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物

（百万円）

機械装置
及び運搬具
（百万円）

工具、器具
及び備品

（百万円）

土地
（百万円）
(面積㎡)

合計
（百万円）

福島アビオ

ニクス㈱

福島県

郡山市
情報システム 生産設備 153 1 8

302

(27,522)
465 79

　（注）１．帳簿価額は建設仮勘定を除いております。

２．上記の他、主要な賃借設備として、以下のものがあります。

 

(1）提出会社

2023年３月31日現在

事業所名
（所在地）

セグメントの名称 設備の内容
従業員数
（人）

年間賃借又はリース料
（百万円）

本社

（神奈川県横浜市都筑区）
その他 本社ビル（賃借） 50 12

新横浜事業所

（神奈川県横浜市都筑区）
電子機器 事業所建物（賃借） 147 77
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画は次のとおりであります。

（1）重要な設備の新設

① 提出会社

会社名
事業所名

所在地
セグメント
の名称

設備の内
容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

（百万円）
既支払額
（百万円）

着手 完了

 

当社

横浜事業所他

 

 

 

神奈川県

横浜市

 

 

情報システム

他
生産設備 379 － 自己資金 2023年４月 2024年３月 （注）

　（注）完成後の増加能力は算出することが困難なため記載を省略しております。

 

② 国内子会社

会社名 所在地
セグメント
の名称

設備の内
容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

（百万円）
既支払額
（百万円）

着手 完了

福島アビオニクス㈱
福島県

郡山市
情報システム 生産設備 85 － 自己資金 2023年４月 2024年３月 （注）

　（注）完成後の増加能力は算出することが困難なため記載を省略しております。

 

（2）重要な設備の除却等

① 提出会社

　経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

 

② 国内子会社

　経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 7,600,000

第１種優先株式 4,000,000（注）１、２

第２種優先株式 1,500,000

計 8,000,000（注）３

（注）１．第１種優先株式は、2023年３月29日付の取締役会決議により、全て消却しました。

　　　２．第１種優先株式は、2023年６月27日付の当社第73期定時株主総会にて定款の一部変更を行うことを決議し、

発行可能株式総数を含む、同株式に係る規定を削除しました。

　　　３．当社の発行可能種類株式総数は、第１種優先株式について前記注２のとおり同株式に係る規定を削除したこ

とにより、それぞれ普通株式7,600,000株及び第２種優先株式1,500,000株であり、合計は9,100,000株とな

りますが、発行可能株式総数は、8,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2023年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2023年６月27日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,191,162 3,191,162
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

（注）１

第１種優先株式

（当該優先株式は行使価額

修正条項付新株予約権付社

債券等であります。）

－ － 非上場

単元株式数

100株

（注）１、２、

３、４、８

第２種優先株式

（当該優先株式は行使価額

修正条項付新株予約権付社

債券等であります。）

460,000 460,000 非上場

単元株式数

100株

（注）５、６、

７、８、９

計 3,651,162 3,651,162 － －

（注）

１．第１種優先株式は、2023年３月27日付でＮＡＪホールディングス株式会社の取得請求権の行使を受けて、普通株式

361,162株を対価として第１種優先株式783,000株の全部を取得いたしました。さらに、2023年３月29日付の取締役

会決議により取得した第１種優先株式を全て消却し、2023年６月27日付の当社第73期定時株主総会において定款の

一部変更を行うことを決議し、同株式に係る規定を削除しました。

２．第１種優先株式（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の特質は以下のとおりであります。

  (1)当会社普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される

普通株式数が増加します。

  (2)取得価額の修正の基準及び頻度

 ①　修正の基準：下記修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における終値の平均値

 ②　修正の頻度：毎年４月１日

　 (3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

 ①　取得価額の下限：1,130円

 ②　取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限：

692,920株（2023年６月27日現在における第１種優先株式の発行済株式総数783,000株に基づき算定。同

日の普通株式の発行済株式総数の24.5％）

　 (4)当社の決定により第１種優先株式の全部の取得を可能とする条項が設定されております。
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３．第１種優先株式（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）に関する事項は以下のとおりであります。

　 (1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

取決めはありません。

  (2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

取決めはありません。

　 (3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と提出者の特別利害関係者との間の取決めの内容

取決めはありません。

　 (4)その他投資者の保護を図るため必要な事項

取決めはありません。

４．第１種優先株式の内容は次のとおりであります。

　 (1)議決権

後記(2)①に定める第１種優先株主は、株主総会において議決権を有さない。

　 (2)優先配当金

 ①　優先配当金

当会社は、定款に定める利益配当を行うときは、各決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された第１

種優先株式を有する株主（以下、「第１種優先株主」という。）又は第１種優先株式の登録質権者（以

下、「第１種優先登録株式質権者」という。）に対し、各決算期の最終の株主名簿に記載又は記録され

た当会社普通株式（以下、「普通株式」という。）を有する株主（以下、「普通株主」という。）又は

普通株式の登録質権者（以下、「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、第１種優先株式１株につ

き以下の定めに従い算出される利益配当金（以下、「第１種優先株式配当金」という。）を支払うもの

とする。ただし、当該事業年度において下記に定める第１種優先株式中間配当金を支払ったときは、当

該第１種優先株式中間配当金を控除した額とする。

 ②　優先配当金の額

第１種優先株式配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額とする。第１種優先株式配当金は、円

位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第１種優先株式

配当金の額が金20円を超える場合は20円とする。

第１種優先株式配当金=1,000円×(日本円TIBOR＋1.0％）

「日本円TIBOR」とは、2003年10月１日（配当起算日）及びそれ以降の毎年４月１日（以下第１種優先

株式配当算出基準日という。）現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・オファード・

レート（６ヶ月物）として全国銀行協会によって公表される数値とし、当該計算式においては、次回の

第１種優先株式配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。ただし、第１種優先株式

配当算出基準日が銀行休業日の場合は、直前営業日を第１種優先株式配当算出基準日とする。

 ③　優先中間配当金の額

１株あたりの優先中間配当金の額は、第１種優先株式配当金の２分の１又は１株につき10円の低い方を

上限として決定する金額とする。

当会社は、定款に定める中間配当を行うときは、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された

第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録

された普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第１種優先株式１株につき第１種優先株式配当金の

２分の１又は１株につき10円の低い方を上限として決定する金額（以下、「第１種優先株式中間配当

金」という。）を支払う。

 ④　非累積条項

ある事業年度において第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優先株式配当金の

一部又は全部が支払われないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

 ⑤　非参加条項

第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対しては、第１種優先株式配当金を超えて配当は行わ

ない。

　 (3)残余財産の分配

当会社が残余財産を分配するときは、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し１株につき

1,000円を普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立って金銭により支払い、これ以外の残余財産の分

配は行わない。

　 (4)株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利

当会社は、第１種優先株式の併合もしくは分割、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。ま

た、当会社は、第１種優先株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えない。
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　 (5)取得請求権

第１種優先株主は、2006年４月１日以降、毎年７月１日から７月31日までの間（以下、「取得請求可能期

間」という。）において、繰越利益剰余金の当期末残高から、当会社に当該取得請求がなされた事業年度に

おいて、当会社が下記(6)及び(7)において定める取得条項による取得又は任意買入をすでに行ったか、行う

決定を行った分の第１種優先株式の価額の合計額を控除した金額を限度として第１種優先株式の全部又は一

部を取得請求することができる。ただし、前記限度額を超えて第１種優先株主から取得請求があった場合、

取得の順位は、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。当会社は、第

１種優先株式を取得するのと引き換えに第１種優先株式１株につき1,000円に第１種優先株式配当金の額を

取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数（初日及び取得日を含む。）で日割計算した額（円位

未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。）を加算した額の金銭を交付するものとす

る。

　 (6)取得条項

当会社は、2006年４月１日以降、法令の定めに従い、第１種優先株式の全部又は一部を取得することができ

る。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。当会社は、第１種優先株式を取得するのと引き換え

に第１種優先株式１株につき1,000円に第１種優先株式配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取

得日までの日数（初日及び取得日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第４位まで算出し、その小数

第４位を四捨五入する。）を加算した額の金銭を交付するものとする。ただし、当該事業年度において第１

種優先株式中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

　 (7)消却

当会社は、法令の定めに従い、第１種優先株式を買い入れ、これを当該買入価額により消却することができ

る。

　 (8)普通株式の交付と引き換えに第１種優先株式の取得を請求する権利

第１種優先株主は、2010年４月１日以降いつでも次の転換価額等の条件で、当会社に対して、普通株式の交

付と引き換えに取得を請求（以下、「第１種転換請求」という。）することができる。

 ①　当初転換価額

当初転換価額は、2010年４月１日における普通株式の時価とする。当該時価が113円（以下、「第１種

下限転換価額」という。）を下回る場合には、当初転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、下

記③に規定の転換価額の調整の要因が2010年４月１日までに発生した場合には、かかる下限転換価額に

ついて下記③の規定に準じて同様な調整をするものとする。なお、2017年10月１日付の株式併合にとも

なう調整後下限転換価額は、後記７．(2)のとおり調整された。

上記「時価」とは、2010年４月１日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除

く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。

 ②　転換価額の修正

転換価額は、2011年４月１日以降毎年４月１日（以下、「第１種転換価額修正日」という。）における

普通株式の時価に修正するものとする。当該時価が上記①の規定の第１種下限転換価額を下回る場合に

は修正後転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、転換価額が第１種転換価額修正日までに、下

記③により調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。

上記「時価」とは、各第１種転換価額修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取

引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数

を除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。

 ③　転換価額の調整

第１種優先株式発行後、時価を下回る金額で新たに普通株式を発行する場合、株式分割により普通株式

を発行する場合その他一定の場合には、転換価額を以下に定める算式により調整するものとする。
 

調整後

転換価額
＝

調整前

転換価額
×

既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当たり

払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 
また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更され

る。
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 ④　取得と引き換えに交付すべき普通株式数

第１種優先株式の取得と引き換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

取得と引き換えに

交付すべき普通株式数
＝

第１種優先株主が転換請求のために提出した第１種優先株式
の払込金額総額

転換価額

 

発行株式数算出にあたって１株未満の端株が生じたときは、これを切り捨て、金銭による調整を行わな

い。

　 (9)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めをしております。

　 (10)議決権を有さないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

　５．第２種優先株式（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の特質は以下のとおりであります。

  (1)当会社普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される

普通株式数が増加します。

　 (2)取得価額の修正の基準及び頻度

 ①　修正の基準：下記修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における終値の平均値

 ②　修正の頻度：2018年以降毎年10月１日

　 (3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

 ①　取得価額の下限：690円

 ②　取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限：

 666,666株（2023年６月27日現在における第２種優先株式の発行済株式総数460,000株に基づき算定。同

日の普通株式の発行済株式総数の23.6％）

　 (4)当社の決定により第２種優先株式の全部の取得を可能とする条項が設定されております。

６．第２種優先株式（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）に関する事項は以下のとおりであります。

　 (1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

取決めはありません。

　 (2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

取決めはありません。

　 (3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と提出者の特別利害関係者との間の取決めの内容

取決めはありません。

　 (4)その他投資者の保護を図るため必要な事項

取決めはありません。

７．第２種優先株式の内容は次のとおりであります。

　 (1)議決権

後記(2)①に定める第２種優先株主は、株主総会において議決権を有さない。

　 (2)優先配当金

 ①　優先配当金

当会社は、定款に定める期末配当を行うときは、毎事業年度末日の株主名簿に記録された第２種優先株

式を有する株主（以下、「第２種優先株主」という。）又は第２種優先株式の登録株式質権者（以下、

「第２種優先登録株式質権者」という。）に対し、毎事業年度末日の株主名簿に記録された当会社普通

株式を有する株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第２種優先株式１株につき以下の定めに従い算出

される剰余金（以下、「第２種優先株式配当金」という。）を金銭により配当する。ただし、当該事業

年度において下記③に定める第２種優先株式中間配当金を支払ったときは、当該第２種優先株式中間配

当金を控除した額とする。
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 ②　優先配当金の額

第２種優先株式配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額とする。第２種優先株式配当金は、円

位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第２種優先株式

配当金の額が金20円を超える場合は20円とする。

第２種優先株式配当金=1,000円×(日本円TIBOR＋1.25％）

「日本円TIBOR」とは、2012年10月１日（配当起算日）及びそれ以降の毎年10月１日（以下、「第２種

優先株式配当算出基準日」という。）現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・オファー

ド・レート（６ヶ月物）として全国銀行協会によって公表される数値とし、当該計算式においては、次

回の第２種優先株式配当算出基準日の前日までの毎事業年度について適用される。ただし、第２種優先

株式配当算出基準日が銀行休業日の場合は、直前営業日を第２種優先株式配当算出基準日とする。

 ③　優先中間配当金の額

当会社は、定款に定める中間配当を行うときは、毎年９月30日の最終の株主名簿に記録された第２種優

先株主又は第２種優先登録株式質権者に対し、毎年９月30日の最終の株主名簿に記録された普通株主又

は普通登録株式質権者に先立ち、第２種優先株式１株につき第２種優先株式配当金の２分の１又は１株

につき10円の低い方を上限として決定する金額の金銭（以下、「第２種優先株式中間配当金」とい

う。）を支払う。

 ④　非累積条項

ある事業年度において第２種優先株主又は第２種優先登録株式質権者に対し、第２種優先株式配当金の

一部又は全部が支払われないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

 ⑤　非参加条項

第２種優先株主又は第２種優先登録株式質権者に対しては、第２種優先株式配当金を超えて配当は行わ

ない。

　 (3)残余財産の分配

当会社が残余財産を分配するときは、第２種優先株主又は第２種優先登録株式質権者に対し１株につき

1,000円を普通株主又は普通登録株式質権者に先立って金銭により支払い、これ以外の残余財産の分配は行

わない。

　 (4)株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利

当会社は、第２種優先株式の併合もしくは分割、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。ま

た、当会社は、第２種優先株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えない。

　 (5)取得請求権

第２種優先株主は、2015年７月１日以降、毎年７月１日から７月31日までの間に当会社に対し事前の通知

（撤回不能とする。）を行った上で、直後に到来する８月31日（当日が銀行休業日の場合は翌営業日とす

る。以下、「取得請求日」という。）において、当会社の前事業年度の株主資本等変動計算書における繰越

利益剰余金の当期末残高の70％から、(i)当会社に当該取得請求がなされた事業年度において、取得請求日

までに、当会社の普通株式、第１種優先株式及び第２種優先株式に対してすでに支払われたか、当会社が支

払う決定を行った配当金の合計額並びに(ii)当会社に当該取得請求がなされた事業年度において、取得請求

日までに、当会社が前記３．(6)に定める取得条項による取得又は任意買入をすでに行ったか、行う決定を

行った分の第１種優先株式の価額の合計額及び下記(6)及び(7)において定める取得条項による取得又は任意

買入をすでに行ったか、行う決定を行った分の第２種優先株式の価額の合計額を控除した金額を限度として

第２種優先株式の全部又は一部を取得請求することができる。ただし、当該限度額を超えて第２種優先株主

から取得請求があった場合、取得すべき第２種優先株式は、抽選その他の方法により決定する。当会社は、

取得請求日に、第２種優先株式を取得するのと引き換えに第２種優先株式１株につき1,000円に第２種優先

株式配当金の額を当該取得請求日の属する事業年度の初日から当該取得請求日までの日数（初日及び取得日

を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。）を加算

した額の金銭を交付するものとする。

　 (6)取得条項

当会社は、2015年７月１日以降、法令の定めに従い、第２種優先株式の全部又は一部を取得することができ

る。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。当会社は、第２種優先株式を取得するのと引き換え

に第２種優先株式１株につき1,000円に第２種優先株式配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取

得日までの日数（初日及び取得日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第４位まで算出し、その小数

第４位を四捨五入する。）を加算した額の金銭を交付するものとする。ただし、当該事業年度において第２

種優先株式中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
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　 (7)消却

当会社は、法令の定めに従い、第２種優先株式を買い入れ、これを当該買入価額により消却することができ

る。

　 (8)普通株式の交付と引き換えに第２種優先株式の取得を請求する権利

第２種優先株主は、2017年10月１日以降いつでも次の転換価額等の条件で、当会社に対して、普通株式の交

付と引き換えに第２種優先株式の取得を請求（以下、「第２種転換請求」という。）することができる。

 ①　当初転換価額

当初転換価額は、2017年10月１日における普通株式の時価とする。当該時価が690円（以下、「第２種

下限転換価額」という。）を下回る場合には、当初転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、下

記③に規定の転換価額の調整の要因が2017年10月1日までに発生した場合には、かかる下限転換価額に

ついて下記③の規定に準じて同様な調整をするものとする。なお、2017年10月1日付の株式併合にとも

なう調整後下限転換価額は、後記７．(2)のとおり調整された。

上記「時価」とは、2017年10月１日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。

 ②　転換価額の修正

転換価額は、2018年10月１日以降毎年10月１日（以下、「第２種転換価額修正日」という。）における

普通株式の時価に修正するものとする。当該時価が上記①の規定の第２種下限転換価額を下回る場合に

は修正後転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、転換価額が第２種転換価額修正日までに、下

記③により調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。

上記「時価」とは、各第２種転換価額修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取

引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日

数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。

 ③　転換価額の調整

第２種優先株式発行後、時価を下回る金額で新たに普通株式を発行する場合、株式分割により普通株式

を発行する場合その他一定の場合には、転換価額を以下に定める算式により調整するものとする。

 

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×

既発行
株式数

＋

新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 

また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更され

る。

 ④　取得と引き換えに交付すべき普通株式数

第２種優先株式の取得と引き換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

 

取得と引き換えに

交付すべき普通株式数
＝

転換請求に係る第２種優先株式の数に第２種優先株式１株当
たりの払込金額相当額を乗じて得られる額

転換価額

 

発行株式数算出にあたって１株未満の端株が生じたときは、これを切り捨て、金銭による調整を行わな

い。

　 (9)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めをしております。

　(10)議決権を有さないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
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８. 2017年６月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会に基づき、普通株式につき10株を１

株の割合で併合を行っておりますので、この株式併合の効力発生日（2017年10月１日）をもって、第１種優先株式

及び第２種優先株式の転換価額及び下限転換価額を以下のとおりとしております。

　 (1)転換価額

　第２種優先株式の当初転換価額

　　定款及び第２種優先株式発行要項に従い計算される2017年10月１日における普通株式の時価（当該時価が

69円を下回る場合には、69円）に10を乗じた額といたします。

　 (2)下限転換価額

各優先株式の下限転換価額は次のとおり調整いたします。

株式名
調整前下限転換価額

（2017年９月30日まで）

調整後下限転換価額

（2017年10月１日以降）

日本アビオニクス株式会社

第 1 種 優 先 株 式
113円 1,130円

日本アビオニクス株式会社

第 2 種 優 先 株 式
69円 690円

 

９. 当社は、2021年５月26日開催の取締役会において、当社定款第11条の20の規定に基づく当社発行の第２種優先株式

の一部取得及び当該取得を条件として会社法第178条の規定に基づく消却を実施することを決議し、2021年６月11

日付で当該株式の取得及び消却を実施しております。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　 該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

　 該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

権利行使されたものはありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

2018年６月27日

（注１）
- 5,130,000 - 5,895 △750 -

2020年８月31日

（注２）
△57,000 5,073,000 - 5,895 - -

2021年６月11日

（注３）
△1,000,000 4,073,000 - 5,895 - -

2023年３月27日

（注４）
361,162 4,434,162 - 5,895 - -

2023年３月29日

（注５）
△783,000 3,651,162 - 5,895 - -

　（注）１．2018年６月26日開催の第68期定時株主総会の決議により、2018年６月27日付で、資本準備金750百万円の全

額を減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えております。さらに、資本準備金振替後のその他資本剰

余金の全額を繰越利益剰余金に振り替えております。

　　　　２．2020年８月31日付で、日本電気株式会社の取得請求権の行使により取得した種類株式を以下のとおり消却い

たしました。

　　　　　　第１種優先株式：17,000株（2020年７月30日取得）

　　　　　　第２種優先株式：40,000株（2020年８月31日取得）

　　　　３．2021年６月11日付で、日本電気株式会社の取得請求権の行使により取得した種類株式を以下のとおり消却い
　　　　 たしました。

　　　　　　第２種優先株式：1,000,000株（2021年６月11日取得）
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　　　　４．2023年３月27日付で、ＮＡＪホールディングス株式会社の取得請求権の行使により第１種優先株式を普通株

式へ転換するにあたり、以下のとおり新たに普通株式を発行いたしました。

           普通株式：361,162株（2023年３月27日発行）

　　　　５．2023年３月29日付で、ＮＡＪホールディングス株式会社の取得請求権の行使により取得した種類株式を以下

のとおり消却いたしました。

　　　　　　第１種優先株式：783,000株（2023年３月27日取得）

（５）【所有者別状況】

①　普通株式

       2023年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 5 28 28 26 5 2,290 2,382 －

所有株式数

（単元）
－ 1,058 1,303 17,900 2,687 5 8,837 31,790 12,162

所有株式数の

割合（％）
－ 3.33 4.10 56.31 8.45 0.02 27.80 100 －

　（注）　自己株式4,467株は「個人その他」に44単元、「単元未満株式の状況」に67株をそれぞれ含めて記載しており

ます。

 

②　第１種優先株式

       2023年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － － － － － － －

所有株式数

（単元）
－ － － － － － － － －

所有株式数の

割合（％）
－ － － － － － － － －

（注）１．第１種優先株式は、2023年３月29日付の取締役会決議により、全て消却しました。

　　　２．2023年６月27日付の当社第73期定時株主総会にて定款の一部変更を行うことを決議し、第１種優先株式に係る

規定を削除しました。

 

③　第２種優先株式

       2023年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － 1 － － － 1 －

所有株式数

（単元）
－ － － 4,600 － － － 4,600 －

所有株式数の

割合（％）
－ － － 100 － － － 100 －
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（６）【大株主の状況】

  2023年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

NAJホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内２丁目１－１　明治

安田生命ビル15階
2,236 61.32

MSCO CUSTOMER SECURITIES

（常任代理人　モルガン・スタ

ンレーＭＵＦＧ証券株式会社）

1585 BROADWAY NEWYORK,NEW YORK 10036,

U.S.A.

（東京都千代田区大手町１丁目９－７ 大手

町フィナンシャルシティサウスタワー）

61 1.69

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番２１号 43 1.19

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目１１番３号 40 1.11

NOMURA PB NOMINEES LIMITED　

OMNIBUS‐MARGIN（CASHPB）

（常任代理人　野村證券株式会

社）

1 ANGEL LANE，LONDON， EC4R 3AB，

UNITED KINGDOM

（東京都中央区日本橋１丁目１３－１）

36 1.00

マザ ススム 三重県伊勢市 34 0.93

ステート ストリート バンク

アンド トラスト カンパニー

５１０３９９

（常任代理人　株式会社みずほ

銀行決済営業部）

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101

U.S.A.

（東京都港区港南２丁目１５－１ 品川イン

ターシティＡ棟）

33 0.92

CACEIS BANK／QUINTET　

LUXEMBOURG SUB AC/UCITS

CUSTOMERS ACCOUNT

（常任代理人　香港上海銀行東

京支店 カストディ業務部）

1－3 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS FRANCE

（東京都中央区日本橋３丁目１１－１）
32 0.90

バンク　オブ　ニユーヨーク　

ジーシーエム クライアント　

アカウント　ジエイピーアール

デイ アイエスジー　エフイー

エイシー

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

30 0.84

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 30 0.83

計 － 2,575 70.73

　（注）１．第１種優先株式及び第２種優先株式は、日本電気株式会社が全株所有しておりましたが、2022年５月13日付

で同社から当社の親会社であるNAJホールディングス株式会社に全株が譲渡されております。
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　　　　２．所有株主に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりです。

  2023年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

（個）

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％）

NAJホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内２丁目１－１　明治

安田生命ビル15階
17,762 55.74

MSCO CUSTOMER SECURITIES

（常任代理人　モルガン・スタ

ンレーＭＵＦＧ証券株式会社）

1585 BROADWAY NEWYORK,NEW YORK 10036,

U.S.A.

（東京都千代田区大手町１丁目９－７ 大手

町フィナンシャルシティサウスタワー）

617 1.94

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番２１号 435 1.37

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口）
 

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 404 1.27

NOMURA PB NOMINEES LIMITED　

OMNIBUS‐MARGIN（CASHPB）

（常任代理人　野村證券株式会

社）

1 ANGEL LANE，LONDON， EC4R 3AB，

UNITED KINGDOM

（東京都中央区日本橋１丁目１３－１）

363 1.14

マザ ススム 三重県伊勢市 340 1.07

ステート ストリート バンク

アンド トラスト カンパニー

５１０３９９

（常任代理人　株式会社みずほ

銀行決済営業部）

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101

U.S.A.

（東京都港区港南２丁目１５－１ 品川イン

ターシティＡ棟）

335 1.05

CACEIS BANK／QUINTET　

LUXEMBOURG SUB AC/UCITS

CUSTOMERS ACCOUNT

（常任代理人　香港上海銀行東

京支店 カストディ業務部）

1－3 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS FRANCE

（東京都中央区日本橋３丁目１１－１）
328 1.03

バンク　オブ　ニユーヨーク　

ジーシーエム クライアント　

アカウント　ジエイピーアール

デイ アイエスジー　エフイー

エイシー

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

306 0.96

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 301 0.95

計 － 21,191 66.52
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2023年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
第１種優先株式 － －

(注)１
第２種優先株式 460,000 －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 4,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,174,600 31,746 －

単元未満株式 普通株式 12,162 － (注)２

発行済株式総数  3,651,162 － (注)１

総株主の議決権  － 31,746 －
 
（注）１．内容は、「１．株式等の状況　(1）株式の総数等　②発行済株式」に記載のとおりであります。

　　　２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が67株含まれております。

 

②【自己株式等】

    2023年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本アビオニクス㈱
神奈川県横浜市瀬谷

区本郷２丁目28－２
4,400 － 4,400 0.12

計 － 4,400 － 4,400 0.12
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号に該当する普通株式及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

　　　　　　　　　会社法第155条第４号に該当する優先株式（第１種優先株式）の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2022年５月25日）での決議状況

（取得期間　2022年５月26日～2022年５月27日）
5,000 10,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 2,900 10,000,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 2,100 －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 42.0 0.0

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） 42.0 0.0

（注）１．取得方法は、東京証券取引所における市場買付であります。

　　　２．取得期間、取得自己株式数は、約定ベースで記載しております。

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2023年５月12日）での決議状況

（取得期間　2023年５月15日～2024年３月31日）
75,000 300,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 － －

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 100 100

当期間における取得自己株式 10,700 46,936,500

提出日現在の未行使割合（％） 85.7 84.4

（注）１．取得方法は、東京証券取引所における市場買付であります。

　　　２．取得期間、取得自己株式数は、約定ベースで記載しております。

　　　３．当期間における取得自己株式には、2023年６月１日から有価証券報告書提出日までの取得自己株式は含まれ

ておりません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 20 71,370

当期間における取得自己株式 － －

　（注）当期間における取得自己株式には、2023年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ

る株式は含まれておりません。

 

EDINET提出書類

日本アビオニクス株式会社(E01968)

有価証券報告書

 34/104



 

　　会社法第155条第４号に該当する優先株式（第１種優先株式）の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 783,000 0

当期間における取得自己株式 － －

 
 
 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　　①普通株式

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他

(単元未満株式の売渡請求による売渡)
－ － － －

その他

(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)
2,490 8,490,900 － －

保有自己株式数 4,467 － 15,167 －

　（注）１．当期間における処理自己株式には、2023年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡に

よる株式は含まれておりません。

　　　　２．当期間における保有自己株式には、2023年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

及び売渡による株式は含まれておりません。

　　　　３．当事業年度における「その他（譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分）」は、2022年７月19日に実施し

た取締役３名及び執行役員３名を対象としたものであります。

 

　　②第１種優先株式

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 783,000 － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他

(単元未満株式の売渡請求による売渡)
－ － － －

保有自己株式数 － － － －

　（注）　当事業年度は、2023年３月27日付で普通株式を対価としてＮＡＪホールディングス株式会社から優先株式を取

得し、次のとおり消却いたしました。

　　　　　　第１種優先株式：783,000株（2023年３月29日消却）
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３【配当政策】

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要事項と認識しており、企業体質の安定を図りながら、各事業年

度の業績等を総合的に勘案して、適正な配当を継続していくことを方針としております。

　また、当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととしており、これらの配当の決定機関は、

期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　なお、当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款

に定めております。

　内部留保資金については、研究開発などの成長投資にあて、将来の事業展開のために有効に活用してまいります。

　当事業年度の配当金につきましては、15期ぶりに復配いたしました。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）

2023年６月27日

定時株主総会決議
普通株式 95 30

2023年６月27日

定時株主総会決議
第２種優先株式 6 13.864
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社企業グループは、コンプライアンス体制を構築し、公正、透明な企業活動を推進することが企業価値を増大

させ継続的な事業の発展を可能とすると考え、コーポレート・ガバナンスを重要事項として認識しております。ま

た、スピーディな意思決定、適切な情報開示を通して経営の透明性と健全性の確保に努めてまいります。

②　コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び採用の理由

　コーポレート・ガバナンス体制の概要及び採用の理由

 ・当社は取締役会を設置し、また監査役制度を採用し、監査役会を設置しております。また、当社は執行役員制

度を導入しており、経営の監督と執行を分離し、経営責任の明確化及び迅速な意思決定を機動的かつ効率的

に行っております。

・当社は経営に関する重要事項について、社外取締役３名及び非業務執行取締役を含む取締役６名で構成され

る取締役会において、社外監査役３名も出席し、十分討議の上、意思決定を行っております。また、取締役

会は、執行役員の担当事項を定め、執行役員に対する大幅な権限委譲を行うことにより、当社企業グループ

の事業運営に関して迅速な意思決定及び機動的かつ効率的な職務執行を推進しております。この体制は、取

締役会による執行状況の監督機能、取締役会を含めた執行全般に対する監査役及び監査役会による監査機能

によりコーポレート・ガバナンスが十分機能していると考えているため、採用しております。また、あわせ

て取締役の任期を１年に短縮し、経営責任の明確化を図るとともに経営環境の変化に迅速に対応することを

可能としております。

・取締役会は、月に１回定時に開催する他、必要に応じて随時開催し、取締役会規則で定めた重要な業務執行

について審議し、決定し、報告を受けております。取締役会の議長は、代表取締役と取締役会規則に定めて

おります。また、監査役会は、定期的に開催する他、必要に応じ随時開催し、監査役の監査結果について報

告し、監査方針、監査計画等を審議し決定しております。監査役会の議長は、監査役会の決議により選定さ

れる監査役と監査役会規則に定めております。当連結会計年度においては、取締役会は15回、監査役会は14

回開催されております。取締役会においては、キャッシュ・フローの改善、市場・事業戦略、リスク管理等

について、社外取締役・社外監査役から積極的に発言がなされており、各社外取締役・社外監査役は、取締

役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。なお、当連結会計年度

における、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

区　分 氏　名 取締役会出席状況

代表取締役執行役員社長 竹　内　正　人 全15回中15回

取締役執行役員 山　後　宏　幸 全15回中15回

社外取締役会長 呉　　　文　精 全15回中15回

社外取締役 加　藤　精　彦 全15回中15回

社外取締役 海　野　　　忍 全15回中15回

取締役 稲　垣　伸　一 全15回中15回

社外監査役 篠　田　　　亨 全15回中15回

社外監査役 千　原　真衣子 全15回中15回

社外監査役 木　邨　系　紀 全15回中15回

 

・当社は、取締役の選任及び取締役の報酬等の透明性の向上のため、独立社外取締役を過半数とする指名・報

酬委員会を設置しております。議長については、委員の互選により定めることとしており、社外取締役を選

任しております。

・取締役会の他に、執行役員社長が主催し、執行役員及び幹部社員で構成され、常勤監査役も出席する経営会

議を設置し、取締役会へ付議する重要案件を含め当社企業グループの重要事項の審議が行われ、メンバーへ

の情報の共有を図っております。また、執行役員社長が主催する事業執行会議では、執行役員及び幹部社員

で構成され、常勤監査役も出席し、予算の進捗状況等について各事業部門が報告を行い、審議を行っており

ます。

・当社は、当社企業グループの内部統制の整備・運用状況等の評価のために、執行役員社長を委員長とし、執

行役員で構成され、常勤監査役も出席する内部統制委員会を設置し、内部統制システムの整備・運用等を

行っております。
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・当社は、執行役員社長が任命する委員長の他、執行役員及び幹部社員で構成され、常勤監査役も出席するリ

スク・コンプライアンス委員会を設置しております。当社企業グループのリスク管理体制・コンプライアン

ス体制の遵守状況を確認し、不適切な行為の原因究明及び再発防止について審議を行い、スタッフ部門が再

発防止策の展開など体制の整備・改善の推進を行っております。

・当社の取締役及び監査役の役職及び氏名は、(2) 役員の状況に記載のとおりであります。また、当社の執行

役員の役職及び氏名につきましても、(2) 役員の状況の注記に記載のとおりであります。

 

　(コーポレート・ガバナンス体制の概要図)
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③　コーポレート・ガバナンスに関するその他の事項

ア. 内部統制システムの整備の状況

・当社における企業倫理の確立並びに法令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的とした「Ａｖｉｏグループ企

業行動憲章」及び「Ａｖｉｏグループ行動規範」を周知徹底し、遵守することを基本方針としており、　　

「Ａｖｉｏグループ企業行動憲章」及び「Ａｖｉｏグループ行動規範」の遵守のために全社的な活動を展開

し、その実施状況等について監査部が監査を実施し、監査結果に基づいて必要に応じ業務改善等を実行してお

ります。

・内部統制システムの整備に必要な社内規程を整備し、法令及び規定に基づいた適切な業務執行を実施しており

ます。

・監査役、会計監査人及び監査部は互いに連携を取り、報告、意見交換、情報の共有等により監査の実効性と効

率性を高めております。

・当社企業グループにおいては、子会社への役員派遣、子会社業務運営の重要事項に対する当社経営会議の審議

及び取締役会付議等を行うとともに、業務の適正確保のための体制構築について日常的に指導・支援を行って

おります。

イ. 責任限定契約の内容の概要

・当社と社外取締役呉文精、加藤精彦及び海野忍の各氏、非業務執行取締役稲垣伸一氏並びに社外監査役木邨系

紀及び青山薫の両氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結しております。当該契約による賠償の限度額は、法令が規定する金額としております。

ウ. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

・当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員賠償責任保険契約を締結しており、当社

取締役を含む被保険者の法律上の損害賠償金や訴訟費用などを、違法な利益や犯罪的、詐欺的行為に起因する

ものを除き、当該保険契約によって補填することとしております。なお、保険料は当社が全額負担しており、

被保険者の実質負担はありません。

エ．子会社の業務の適正を確保する体制整備の状況

・当社は、子会社に対して、「関係会社管理規程」に基づく当社主管部門による日常的な管理を行うとともに、

子会社の遵法体制その他その業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行っておりま

す。

・当社は、当社企業グループにおける経営の健全性及び効率性の向上をはかるため、子会社に対し、必要に応じ

て取締役及び監査役を派遣するとともに、当社内に主管部門を定めることとし、当該主管部門は、子会社の事

業運営に関する重要な事項について子会社から報告を受け、協議を行っております。

・子会社の事業運営に関する事項については、その重要度に応じて、当社において、経営会議での審議、決裁及

び取締役会への付議を行っております。

・主管部門は、主管する子会社がその業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク

管理を行えるよう指導及び支援を行っております。

・監査部は、業務の適正性に関する子会社の監査を行っております。

・監査役は、当社企業グループにおける業務の適正の確保のため、往査を含め、子会社の監査を行うとともに、

当該子会社の監査役と意見交換等を行い、連携をはかっております。

④　リスク管理体制の整備の状況

・当社企業グループにおけるリスク管理については、経営企画本部を主管部門とし、リスク管理規程に基づき、

実施しております。

・事業部門及びスタッフ部門において、ボトムアップで網羅的にリスクを抽出するとともに、ヒートマップによ

る発生頻度と影響度を定量化しコントロール（統制）の有効性を評価したうえでリスクベースでの対策を講じ

ております。

・各部門において、リスクを洗い出し、抽出、分析、評価等のうえ、ヒートマップ等を踏まえ、重要なリスクを

選定し、これを執行役員が出席するリスク・コンプライアンス委員会で分析、評価等のうえ、当社企業グルー

プの特に重要なリスクを選定しております。特に重要なリスクは、その対策を含めて取締役会に報告し、取締

役とのリスク認識の整合をはかっております。

・事業部門及びスタッフ部門は、自部門の業務の適正かつ効率的な遂行のためのリスク管理を適切に実施してお

ります。

・経営戦略に関する意思決定など経営判断に関するリスクについては、必要に応じて弁護士・公認会計士など外

部の専門家の助言を受け、関係部門において分析し、対策を検討しております。

・事業部門及びスタッフ部門は、当社企業グループの事業に関する重大なリスクを認識したとき又は重大なリス

クの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに関係するスタッフ部門及び執行役員にその状況を報告するとと

もに、特に重要なものについては、監査役に報告する体制をとっております。

・監査部は、各部門のリスク管理体制及びリスク管理体制の実施状況の監査を行っております。

⑤　取締役の員数
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・当社は、取締役を10名以内とする旨を定款に定めております。

⑥　取締役の選任決議

・当社は、取締役の選任決議に関し、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑦　株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

・中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議により

中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。

・自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもっ

て市場取引等により自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。

⑧　株主総会の特別決議要件

・当社は、株主総会の円滑な運営を行うため会社法第309条第２項に定める特別決議に関し、議決権を行使する

ことができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に

定めております。

⑨　第１種優先株式及び第２種優先株式について議決権を有しないこととしている理由等

・議決権を有していないこととしている理由は、資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであり

ます。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役

執行役員社長
竹内　正人 1964年２月７日生

1986年４月 当社入社

2008年７月 当社ソリューションプロダクツ事業部

長代理就任

2010年５月 当社接合機器事業部長就任

2014年４月 当社執行役員就任

2018年６月 当社取締役就任

2018年７月 当社取締役執行役員常務就任

2019年４月 当社電子機器事業本部長就任

2019年６月 当社代表取締役執行役員社長就任（現

任）
　

(注)４
普通株式

3,670

取締役

執行役員

経営企画本部長

山後　宏幸 1965年１月31日生

1987年４月 当社入社

2006年７月 当社経営企画本部経理担当部長就任

2011年７月 当社経営企画本部経理部長就任

2015年７月

 
当社執行役員 チーフ・フィナンシャ

ル・オフィサー（CFO）就任（現任）

2020年６月 当社取締役就任（現任）

2022年10月 当社経営企画本部長就任（現任）
　

(注)４
普通株式

3,502

取締役

非常勤
呉　　文精 1956年５月20日生

1979年４月 ㈱日本興業銀行入社

2008年６月 カルソニックカンセイ㈱代表取締役社

長CEO就任

2013年６月 日本電産㈱ 取締役副社長執行役員就任

2014年６月 同社代表取締役副社長執行役員COO就任

2016年６月 ルネサスエレクトロニクス㈱ 代表取締

役社長CEO就任

2020年１月 日本産業パートナーズ㈱ シニアアドバ

イザー就任(現任)

2020年６月 当社取締役就任（現任）

2022年２月 Visteon Corporation　Director（現

任）
　

(注)４
普通株式

2,070

取締役

非常勤
加藤　精彦 1951年12月17日生

1974年４月 ㈱第二精工舎入社

2001年４月 同社執行役員就任

2003年４月 同社常務執行役員就任

2003年６月 同社取締役常務執行役員就任

2007年３月 同社取締役専務執行役員就任

2010年11月 セイコープレシジョン㈱ 代表取締役社

長就任

2011年１月 セイコークロック㈱ 取締役専務執行役

員就任

2013年８月 日本写真印刷㈱ 専務執行役員就任

2020年６月 当社取締役就任（現任）
　

(注)４
普通株式

-

取締役

非常勤
海野　　忍 1952年８月４日生

1975年４月 日本電信電話公社入社

1999年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 産業シス

テム事業本部第三産業システム事業部

長就任

2003年６月 同社取締役経営企画部長就任

2008年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ㈱ 代表取締役副社長就任

2012年６月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱ 代表

取締役社長就任

2017年６月 同社取締役相談役就任

2018年６月 同社相談役就任

2019年５月 ㈱テラスカイ 社外取締役就任

2021年６月 当社取締役就任（現任）

2021年７月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱ シニ

アアドバイザー（2023年６月30日退任

予定）
　

(注)４
普通株式

900
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役

非常勤
稲垣　伸一 1960年１月４日生

1983年４月 ㈱日本興業銀行入社

2000年１月 JPモルガン証券㈱ 投資銀行部門ヴァイ

スプレジデント就任

2000年６月 メリルリンチ日本証券㈱ 投資銀行部門

ディレクター就任

2004年12月 同社投資銀行部門 マネージングディレ

クター就任

2006年４月 日本産業パートナーズ㈱ マネージング

ディレクター就任（現任）

2019年５月 同社取締役就任（現任）

2020年６月 当社取締役就任（現任）

2020年９月 NAJホールディングス㈱ 代表取締役就

任（現任）

2021年６月 日本産業パートナーズ㈱ 副社長就任

（現任）
　

(注)４
普通株式

-

監査役

常勤
篠田　　亨 1958年１月８日生

1980年４月 日本電気㈱入社

1999年７月 同社法務文書部法務グループマネー

ジャー就任

2005年４月 ＮＥＣトーキン㈱ 総務部統括マネー

ジャー（法務担当）就任

2011年１月 NEC Asia Pacific Ptd.Ltd.,Vice

President（アジア大洋州地域 法務・

コンプライアンス担当）就任

2015年10月 日本電気㈱ 法務部エグゼクティブエキ

スパート就任

2016年６月 当社監査役就任（現任）
　

(注)５
普通株式

-

監査役

非常勤
青山　　薫 1981年７月31日生

2006年10月 弁護士登録

片岡総合法律事務所入所

2017年１月 同事務所パートナー弁護士就任（現

任）

2023年６月 当社監査役就任（現任）
　

（注)６
普通株式

-

監査役

非常勤
木邨　系紀 1955年６月29日生

1979年４月 ㈱日本興業銀行入社

1993年７月 興銀証券㈱入社

1995年４月 同社テクノロジー部長就任

2000年10月 みずほ証券㈱ テクノロジー部長就任

2005年４月 同社情報管理部長就任

2009年４月 同社執行役員就任

2011年２月 日本産業パートナーズ㈱ マネージング

ディレクター兼CFO就任

2020年４月 同社シニアエグゼクティブ就任（現

任）

2020年６月 当社監査役就任（現任）
　

(注)５
普通株式

-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計
普通株式
10,142

 
 （注）１．取締役呉文精、加藤精彦及び海野忍の各氏は、社外取締役であります。

２．取締役稲垣伸一氏は、業務を行わない取締役であります。また、同氏は、当社の親会社であるＮＡＪホール

ディングス㈱の代表取締役であり、同氏が現在所属する日本産業パートナーズ㈱は、その完全子会社の日本

産業第５号ＧＰ㈱が管理・運営する日本産業第五号投資事業有限責任組合を通して、ＮＡＪホールディング

ス㈱にその他組合員と合わせて24.11％出資しており、間接的に当社の株式を保有しております。

３．監査役篠田亨、青山薫及び木邨系紀の各氏は、社外監査役であります。

４．2023年６月27日開催の第73期定時株主総会終結のときから１年。

５．2020年６月24日開催の第70期定時株主総会終結のときから４年。

６．2023年６月27日開催の第73期定時株主総会終結のときから４年。

７．当社は、執行役員制度を導入しております。2023年６月27日現在の取締役兼務者以外の執行役員の役職及び

氏名は次のとおりであります。

執行役員　　　新屋　明彦

執行役員　　　大島　宏之

執行役員　　　宮崎　新治

執行役員　　　最上　　徹
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②　社外役員の状況

・当社の社外取締役は、呉文精、加藤精彦及び海野忍の各氏であります。

呉文精氏は、国際的な大企業の経営者として培った経験や知見を有することから、同氏の知識等に基づく経営

全般に対する助言をいただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割

を果たすなど、当社のコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判断しております。

加藤精彦氏は、電子部品や精密機械等の大手メーカーの経営者として培った経験や知見を有することから、同

氏の知識等に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確

保するための適切な役割を果たすなど、当社のコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただけると判

断しております。なお、当社は、加藤精彦氏を独立役員として指定しております。

海野忍氏は、国内最大の通信企業グループの経営者として長年培った経験や知見を有しており、同氏の知識等

に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献して

いただけると判断しております。なお、当社は、海野忍氏を独立役員として指定しております。

・当社の社外監査役は、篠田亨、青山薫及び木邨系紀の各氏であります。

篠田亨氏は、大手電機メーカーにおいて長年企業法務を経験しており、その豊富な経験と企業法務に関する知

識が当社の監査体制において有益であると判断しております。

青山薫氏は、弁護士であり片岡総合法律事務所のパートナーであります。同氏は、弁護士としての法律に対す

る専門知識や多数の企業法務に係わられた豊富な経験を有しており、その経験等が当社の監査体制において有

益であると判断しております。なお、当社は、青山薫氏を独立役員として指定しております。

木邨系紀氏は、大手金融機関における経験や日本産業パートナーズ㈱で経理責任者を務めるなど経理・財務の

経験、知識を豊富に有しており、その知識等が当社の監査体制に有益であると判断しております。

 

・当社と各社外取締役及び各社外監査役との間及びその属する企業等との間には上記のほか資本関係、人的関

係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有

状況は①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

・当社は会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件並びに金融商品取引所が定める独立性基準に準拠し、

独立社外取締役を２名、独立社外監査役を１名選任しております。選任にあたっては、人格、見識に優れ、経

営に対する十分な経験や知識又は当社事業に対する知見等を持つ方であることを考慮しております。

・当社は、社外役員が果たすべき役割について社外取締役及び社外監査役が独立した立場から自身の有する知

識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の決定の場において一般株主の利益のために行動することで

あると考えております。就任いただいている社外取締役又は社外監査役は、当社事業に対する十分な知識、経

営又は財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識等に基づく客観

的なご意見、提言等をいただいております。これらのご意見、提言等を当社の経営に反映することにより、一

般株主の利益が確保されていると考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

・社外監査役は、定期的に開催される監査役会において、常勤監査役から社内監査の状況について、また会計監

査人から会計監査の状況について適宜報告を受け、意見交換を行っております。

・内部監査部門である監査部は、定期的及び適宜必要に応じて、常勤監査役と意見交換を行うと共に、内部統制

の運用状況について監査を行い、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会にて、毎年当該監査結果の報

告を執行役員社長から行っております。
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（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

　当社は監査役会を設置しており、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名の合計３名で構成されております。

　監査役監査の組織、人員及び手続きについては、（１）　コーポレート・ガバナンスの概要　及び（２）　役

員の状況　に記載のとおりであります。

　監査役及び監査役会の活動状況については、以下のとおりであります。

　当連結会計年度において当社は監査役会を合計14回開催（１回あたりの所要時間約１時間）しており、個々の

監査役の出席状況については次のとおりであります。

区　分 氏　名 監査役会出席状況

社外監査役 篠　田　　　亨 全14回中14回

社外監査役 千　原　真衣子 全14回中14回

社外監査役 木　邨　系　紀 全14回中14回

 

　監査役会における具体的な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監

査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選任等です。

　また、監査役の活動として、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、取締役その他の使用人等との意思

疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び事業所のほか主要な営業拠点に

おける業務及び財産の状況の調査、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っております。

　さらに、監査部との月１回以上の頻度で定期的な会議を開催し、緊密に連携を図りながら会社の状況を速やか

に把握し、情報交換・意見交換を行っており、内部監査の実効性を高めております。また、コーポレートガバナ

ンスの視点から事業等のリスクに対する取締役会と会社の双方向による課題認識による仕組みの作りについて助

言いたしました。

　なお、監査役会での主な決議、報告及び審議事項は次のとおりです。

決定事項：監査実施計画、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査役会の監査報告書、監査役選任議

案に対する同意等

報告事項：監査実施概要報告、非常勤監査役への報告、重要会議出席、取締役会への監査役報告、重要

案件の概要報告等

審議事項：年間監査計画、会計監査人の報酬の妥当性、監査役会の実効性評価、監査報告書等

 

②　内部監査の状況

　当社は内部監査部門として、執行役員社長が直轄する組織である監査部（５名）を設置しております。内部監

査は、監査部が監査方針及び内部監査規程に基づき監査計画を策定し内部統制委員会の審査を経て実施しており

ます。監査部はこの監査計画に基づき実施した内部監査の結果を執行役員社長に報告し、その写しを常勤監査役

及び監査対象の組織等に送付しております。事業活動の改善向上と継続的な発展のため経営効率向上に向けて問

題点に対する改善の提言と、改善状況のフォローアップを行っております。また、金融商品取引法に基づく財務

報告に係る内部統制の評価及び報告を実施しています。

　なお、監査部は監査役会及び会計監査人との月例会等により定期的な情報共有に努め、連携しての監査活動を

行っています。

　主な活動は次のとおりであります。

内容 時期 概要

内部監査活動報告 毎月
毎月の監査結果及び活動状況を執行役員社長、常

勤監査役、会計監査人に報告

財務報告に係る内部統制評価

状況の報告
４月４日

前連結会計年度の財務報告に係る内部統制の評価

状況を報告
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③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

ｂ．継続監査期間

３年間（2021年３月期以降）

ｃ．業務を執行した公認会計士

　指定有限責任社員　業務執行社員　武藤太一及び諸冨英之の両氏

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 ６名、公認会計士試験合格者等 ６名、その他 10名

ｅ．監査法人の選定方針と理由

　　当社は、会計監査人の選定に当たっては、品質管理体制、独立性や専門性の程度、審査体制の整備状況、

当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる規模、監査計画の内容並びに監査報酬の合理性及

び妥当性などを総合的に勘案し選定しております。

　　また、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。

 監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会

に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　加えて、会計監査人が会社法第340条第１項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づ

き、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、会計

監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

　　当社の監査役及び監査役会による会計監査人の評価は、主に会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監

査を実施しているかを監視及び検証することで行っていますが、会計監査人からはその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
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④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 66 － 64 －

連結子会社 － － － －

計 66 － 64 －

（注）当連結会計年度は、上記以外に前連結会計年度の監査に係る報酬等の精算として５百万円の支払いを

行っております。

 

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（Ernst&Young）に属する組織に対する報酬（a．を除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 － － － 2

連結子会社 － － － －

計 － － － 2

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

　当社における非監査業務の内容は、当社の新基幹システムにおける内部統制等の事前確認に係る業務で

あります。

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

 

ｄ．監査報酬の決定方針

　監査報酬の決定方針は定めておりませんが、会計監査の職務遂行状況及び監査日数等を勘案した上で、決

定しております。

 

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などを検

討した結果、会社法第399条第１項について同意の判断をいたしました。
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（４）【役員の報酬等】

　①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　　業務執行取締役の報酬は、一定の水準での月額報酬及び業績評価に連動した賞与で構成されます。

　非業務執行取締役及び監査役の報酬は、会社の業績とは連動せず、一定の金額を支払っております。

　業務執行取締役の賞与については、当連結会計年度の会社業績との連動性を確保するとともに、成果・貢献度

を総合的に勘案して決定しております。このうち、会社業績との連動性については、当連結会計年度の受注、売

上、営業損益等の指標とそれらの伸長率などをベースとした指標を選定し、透明性を確保しております。さら

に、取締役に対しては、各取締役の役位及び職責に応じて、譲渡制限付株式報酬を付与しております。これらの

取締役の報酬等の算定方法については、独立社外取締役を過半数及び議長とする当連結会計年度の指名・報酬委

員会において議論を行い、その意見を踏まえて取締役会から一任された代表取締役執行役員社長により決定され

たものです。

　なお、当連結会計年度における業務執行取締役の報酬に係る主な指標の実績は、次のとおりです。

指　標 2022年３月期 2023年３月期

受注高（百万円） 20,231 17,841

売上高（百万円） 19,230 17,754

営業損益（百万円） 1,850 1,951

 
　取締役の報酬限度額は、2020年６月24日開催の第70期定時株主総会において年額200百万円（定款で定める員

数10名以内）、監査役の報酬限度額は、2007年６月28日開催の第57期定時株主総会において年額40百万円（定款

で定める員数５名以内）とする決議をそれぞれ得ております。

　当社の取締役の報酬等の具体的な額は、指名・報酬委員会で審議された算定方法を踏まえて、取締役会から一

任された代表取締役執行役員社長が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、決定しております。監

査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤及び非常勤の別並びに業務分担の状況

を考慮して、監査役の協議により決定しております。

　なお、当社は、2021年５月26日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業価値及

び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めるこ

とを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを

決議しました。また、2021年６月23日開催の第71期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の

付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して年額20百万円（うち社外取

締役は３百万円）以内の金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式

の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日まで

とすることにつき、ご承認をいただいております。

 

　②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる
役員の員数
（人）固定報酬 業績連動報酬

左記のうち、非
金銭報酬等

取締役

（社外取締役を除く。）
58 36 18 3 3

監査役

（社外監査役を除く。）
－ － － － －

社外役員 36 34 1 1 6

（注）１．取締役（社外取締役を除く）に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬３百万円で

あります。

２．社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式１百万円であります。

３．連結報酬等の総額が１億円以上である者は存在いたしません。

４．退職慰労金の制度はありません。

５．執行役員兼務取締役には、取締役としての報酬のほかに使用人分給与は支払っておりません。
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（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら

株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的、それ

以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

 

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 

　a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証

の内容

　　 当社は、取引先との関係構築、維持、強化等を総合的に勘案の上、他社の株式を保有することがありま

す。また、取締役会において、毎年、政策保有株式の保有目的、投資規模、保有に伴うメリット、資本コス

ト等の観点から保有の合理性を検証します。検証の結果、保有の合理性がないと判断した場合は、縮減又は

保有の解消を行います。

 

　b．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 2 13

非上場株式以外の株式 1 5

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 1 2

取引先との関係の維持・強化を目的とし

た、取引先持株会の定時拠出金による買

付けであります。

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －

 

　c．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

前事業年度 当事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

日本電計㈱

2,415 2,924

当社電子機器製品の主要取引先であり、

関係の維持・強化を目的として保有して

おります。定量的な保有効果について

は、記載が困難でありますが、保有の合

理性はａ．に記載のとおり取締役会で検

証しており、保有が適切であると判断し

ております。株式数の増加は、取引先持

株会の定時拠出金による買付けによるも

のであります。

無

3 5

 

③　保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号。）

に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2022年４月１日から2023年３月31日

まで）の連結財務諸表及び第73期事業年度（2022年４月１日から2023年３月31日まで）の財務諸表について、EY新

日本有限責任監査法人による監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
 当社は、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応するため、公益財団法人財

務会計基準機構へ加入しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当連結会計年度
(2023年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,047 2,108

受取手形、売掛金及び契約資産 ※２ 9,492 ※２ 11,746

棚卸資産 ※１,※４ 3,206 ※１,※４ 3,398

その他 97 150

流動資産合計 15,844 17,403

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※６ 580 ※６ 503

機械装置及び運搬具（純額） ※６ 46 ※６ 37

工具、器具及び備品（純額） ※６ 179 ※６ 197

土地 ※５,※６ 3,847 ※５,※６ 3,592

建設仮勘定 38 70

有形固定資産合計 ※７ 4,692 ※７ 4,401

無形固定資産 215 185

投資その他の資産   

投資有価証券 16 18

退職給付に係る資産 2,217 1,889

繰延税金資産 5 4

その他 86 80

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 2,307 1,973

固定資産合計 7,215 6,560

資産合計 23,059 23,964
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当連結会計年度
(2023年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,652 1,712

電子記録債務 1,533 1,996

短期借入金 ※６ 1,970 ※６ 1,570

未払金 676 405

未払法人税等 294 196

製品保証引当金 105 67

賞与引当金 839 848

工事損失引当金 － 1

その他 ※３ 312 ※３ 269

流動負債合計 7,384 7,067

固定負債   

長期借入金 1,900 2,080

繰延税金負債 306 65

再評価に係る繰延税金負債 ※５ 993 ※５ 993

退職給付に係る負債 1,558 1,436

その他 150 150

固定負債合計 4,909 4,726

負債合計 12,293 11,793

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,895 5,895

資本剰余金 － 4

利益剰余金 2,051 3,873

自己株式 △6 △13

株主資本合計 7,940 9,760

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 1

土地再評価差額金 ※５ 2,254 ※５ 2,254

退職給付に係る調整累計額 569 152

その他の包括利益累計額合計 2,825 2,409

純資産合計 10,765 12,170

負債純資産合計 23,059 23,964
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

売上高 ※１ 19,230 ※１ 17,754

売上原価 ※２,※３ 13,188 ※２,※３ 12,010

売上総利益 6,042 5,743

販売費及び一般管理費 ※４,※５ 4,191 ※４,※５ 3,792

営業利益 1,850 1,951

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

受取手数料 3 2

技術指導料 4 4

その他 7 2

営業外収益合計 15 9

営業外費用   

支払利息 38 26

解約違約金 10 －

その他 11 9

営業外費用合計 60 36

経常利益 1,805 1,925

特別利益   

土地売却益 － 83

特別利益合計 － 83

特別損失   

固定資産除却損 0 5

退職給付制度終了損 23 －

特別損失合計 24 5

税金等調整前当期純利益 1,781 2,003

法人税、住民税及び事業税 233 239

法人税等調整額 △76 △56

法人税等合計 156 182

当期純利益 1,625 1,820

親会社株主に帰属する当期純利益 1,625 1,820
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当期純利益 1,625 1,820

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 0 0

退職給付に係る調整額 △193 △416

その他の包括利益合計 ※１,※２ △192 ※１,※２ △415

包括利益 1,432 1,404

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,432 1,404

非支配株主に係る包括利益 － －
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 5,895 － 1,398 △15 7,278

会計方針の変更による累
積的影響額   31  31

会計方針の変更を反映した
当期首残高

5,895 － 1,430 △15 7,310

当期変動額      

利益剰余金から資本剰余
金への振替  1,004 △1,004  －

親会社株主に帰属する当
期純利益   1,625  1,625

自己株式の取得    △1,003 △1,003

自己株式の消却  △1,002  1,002 －

自己株式の処分  △1  9 8

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 620 8 629

当期末残高 5,895 － 2,051 △6 7,940

 

      

 その他の包括利益累計額

純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 0 2,254 762 3,017 10,296

会計方針の変更による累
積的影響額     31

会計方針の変更を反映した
当期首残高

0 2,254 762 3,017 10,328

当期変動額      

利益剰余金から資本剰余
金への振替     －

親会社株主に帰属する当
期純利益     1,625

自己株式の取得     △1,003

自己株式の消却     －

自己株式の処分     8

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

0  △193 △192 △192

当期変動額合計 0 － △193 △192 437

当期末残高 0 2,254 569 2,825 10,765
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当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 5,895 － 2,051 △6 7,940

当期変動額      

親会社株主に帰属する当
期純利益   1,820  1,820

自己株式の取得    △10 △10

自己株式の処分  4 1 3 9

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

     

当期変動額合計 － 4 1,821 △6 1,820

当期末残高 5,895 4 3,873 △13 9,760

 

      

 その他の包括利益累計額

純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 0 2,254 569 2,825 10,765

当期変動額      

親会社株主に帰属する当
期純利益     1,820

自己株式の取得     △10

自己株式の処分     9

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

0  △416 △415 △415

当期変動額合計 0 － △416 △415 1,404

当期末残高 1 2,254 152 2,409 12,170
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,781 2,003

減価償却費 250 217

賞与引当金の増減額（△は減少） 117 9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △127 △144

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △92 △97

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 38 26

土地売却損益（△は益） － △83

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） 2,205 △2,254

棚卸資産の増減額（△は増加） 665 △192

仕入債務の増減額（△は減少） △709 523

その他 △717 △503

小計 3,410 △497

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △40 △25

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △17 △338

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,352 △860

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △153 △164

無形固定資産の取得による支出 △115 △38

有形固定資産の売却による収入 － 350

その他 5 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △263 151

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,350 420

長期借入れによる収入 1,900 240

長期借入金の返済による支出 △880 △880

自己株式の取得による支出 △1,003 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,333 △230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 756 △938

現金及び現金同等物の期首残高 2,291 3,047

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,047 ※１ 2,108
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

　子会社は福島アビオニクス株式会社1社のみであり、連結の範囲に含めております。

 

２．持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社はありません。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

１）有価証券

その他有価証券

　市場価格のない株式等以外のもの

　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法

　　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　市場価格のない株式等

　　移動平均法による原価法

２）棚卸資産

製品、原材料及び貯蔵品

　総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

仕掛品及び未着原材料

　個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

１）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　３～50年

機械装置及び運搬具　　４～７年

工具、器具及び備品　　３～15年

２）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

　なお、自社利用ソフトウエアについては、社内利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

す。

 

(3）重要な引当金の計上基準

１）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し計上しております。

２）製品保証引当金

　製品販売後の無償修理費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎とした見積額を計上しております。

３）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

４）工事損失引当金

　請負工事に係る将来の損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。
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(4）退職給付に係る会計処理の方法

１）退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、期間定額基準によっております。

２）数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法に

より翌連結会計年度から費用処理しております。

　過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により

費用処理しております。

３）未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法

　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部における

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

　なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要

支給額等を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 

(5）重要な収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点

（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

１）情報システム

　情報システムにおいては、表示・音響関連装置、誘導・搭載関連装置、指揮・統制関連装置、ハイブ

リッドＩＣの製造及び販売を行っております。これらは主に請負契約により行われており、各顧客の要求

する仕様を満たす必要があることから、各製品の個別性が高く、完成までに一定の期間を要します。この

ような請負契約においては、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識して

おります。進捗度は総原価見積額に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定しておりま

す。

２）電子機器

　電子機器においては、接合機器（抵抗溶接装置・シーム溶接装置等）及び赤外線サーモグラフィカメ

ラ・監視システム等の製品・ソフトウェア等の販売及びそれらに付随して発生する修理の提供を行ってお

ります。これらの製品の販売につきましては、主として、顧客の引き渡しにより、顧客に当該製品に対す

る支配が移転することから、主として製品を顧客に引き渡した時点（輸出取引においては船積日等）にお

いて履行義務を充足したと判断し、収益を認識しております。

　監視システム等の販売の一部については、各顧客の要求する仕様を満たす必要があることから、各製品

の個別性が高く、完成までに一定の期間を要します。このような契約においては、履行義務の充足に係る

進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識しております。進捗度は総原価見積額に対する連結会計

年度末までの発生原価の割合に基づき算定しております。

 

　また、１）、２）いずれにおいても、一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の充

足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収

することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。

　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い

契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足し

た時点で収益を認識しております。

　これらの履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから概ね１年以内に受領しており、重要な金融

要素を含んでおりません。

 

(6）重要なヘッジ会計の方法

１）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合は

特例処理を採用しております。

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 … 金利スワップ

ヘッジ対象 … 借入金の支払利息

なお、当連結会計年度末においては、残高はありません。
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３）ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利の変動によるリスクの低減のため、対象債務の範囲

内でヘッジを行っております。

４）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象は重要な条件が同一であるため、高い有効性を有しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

 

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

１）グループ通算制度の適用

当社及び連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。

 

（重要な会計上の見積り）

（一定の期間にわたり履行義務を充足する契約における収益認識）

１．当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

売上高 8,220 9,661

 

２．連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

(1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

　当社は、請負契約等において、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断した契約については、履

行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しており、進捗度は総原価見積額に対する連結会計年度末ま

での発生原価の割合に基づき算定しております。

 

(2）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

　当社の一定の期間にわたり履行義務が充足される契約の見積りにおける主要な仮定は、総原価見積額であ

ります。当社が受注する案件は個別性が強く、総原価の見積りにあたっては画一的な判断尺度を得られにく

いため、請負契約ごとに製品に対する専門的な知識を有する設計部門及び事業管理部門が類似契約の過去の

実績等を参考に、個別の積上げ計算により総原価見積額を合理的に見積もるとともに、定期的かつ継続的に

見直しを行っております。

 

(3）翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　総原価の見積りにあたっては設計部門及び事業管理部門による判断を伴うため、仕様の変更、材料の購入

価格及び作業時間の変動等により、当初の見積額と実際発生原価との間に乖離が生じる可能性があります。

これにより総原価見積額を変更した場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識する金額に重要な影

響を与える可能性があります。
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（繰延税金資産の回収可能性）

１．当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

繰延税金資産 5 4

（前連結会計年度における繰延税金負債との相殺前の金額は404百万円であり、当連結会計年度における繰

延税金負債との相殺前の金額は541百万円であります。また、当連結会計年度における繰延税金負債との相

殺前の金額のうち、当社の金額は509百万円であります。）

 

２．連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

(1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

　将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プラ

ンニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。当社の将来の課税所得の見積りにあ

たっては、主に翌年度予算を基礎としております。

 

(2）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

　当社の将来の課税所得の見積りの基礎となる翌年度予算における主要な仮定は、情報システムの個別案件

の受注高及び売上総利益率、並びに、電子機器の販売数量であります。

 

(3）翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　上記の主要な仮定については、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、

受注高及び販売数量が想定より大きく変動することやＱＣＤ（品質、コスト、納期）の改善活動の成果等に

より、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なる結果となった場合、繰延税金資産が増減し

翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。

 

（未適用の会計基準等）

・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日　企業会計基準

委員会）

・「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日　企業会計基準委員会）

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日　企業会計基準

委員会）

 

(1) 概要

　2018年２月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等（以下「企業会計基準

第28号等」）が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会

への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の２つの論点について、企業会計基準第28号等の公表

後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。

　・税金費用の計上区分（その他の包括利益に対する課税）

　・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等（子会社株式又は関連会社株式）の売却に係る税効

果

 

(2) 適用予定日

　2025年３月期の期首から適用します。

 

(3) 当該会計基準等の適用による影響

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額について

は、現時点で評価中であります。
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（表示方法の変更）

　前連結会計年度において、「支払手形及び買掛金」に含めておりました「電子記録債務」は、金額的重要性

が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前

連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「支払手形及び買掛金」に表示していた3,186百万

円は、「支払手形及び買掛金」1,652百万円、「電子記録債務」1,533百万円として組み替えております。

 

（会計方針の変更）

（棚卸資産の評価方法の変更）

　棚卸資産のうち、製品、原材料及び貯蔵品に係る評価方法は、従来、先入先出法による原価法（収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）を採用しておりましたが、当連結会計年度より、総平均法による原価法（収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。

　この評価方法の変更は、当連結会計年度より新基幹システムの導入を契機に、棚卸資産の評価及び期間損益

計算をより適正に行うことを目的に実施したものであります。

　なお、この変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。

 

（連結貸借対照表関係）

※１　棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
当連結会計年度

（2023年３月31日）

製品 455百万円 666百万円

仕掛品 987 976

原材料及び貯蔵品 1,737 1,740

未着原材料 25 15

 

※２　顧客との契約から生じた債権、契約資産は次のとおりであり、「受取手形、売掛金及び契約資産」に含

まれております。

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
当連結会計年度

（2023年３月31日）

受取手形 734百万円 495百万円

売掛金 4,615 4,643

契約資産 4,141 6,606

 

※３　契約負債の金額は、次のとおりであり、流動負債「その他」に含まれております。

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
当連結会計年度

（2023年３月31日）

契約負債 62百万円 46百万円

 

※４　損失が見込まれる工事契約に係る棚卸資産と工事損失引当金は、相殺表示しております。相殺表示をし

た棚卸資産に対応する工事損失引当金の額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
当連結会計年度

（2023年３月31日）

仕掛品に係るもの 30百万円 4百万円

計 30 4

 

EDINET提出書類

日本アビオニクス株式会社(E01968)

有価証券報告書

 61/104



※５　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、2002年３月31日に下記

方法により事業用土地の再評価を行っております。連結貸借対照表記載の土地の価額は当該再評価額に基づい

ております。なお、取得価額と再評価額との差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に

計上しております。

　　　再評価の方法

　　　　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定しております。

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
当連結会計年度

（2023年３月31日）

再評価を行った土地の期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額
△488百万円 △355百万円

  
 
 

※６　有形固定資産のうち、次の資産は工場財団として借入の担保に供しております。

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
当連結会計年度

（2023年３月31日）

建物及び構築物 62百万円 50百万円

機械装置及び運搬具 0 0

工具、器具及び備品 0 0

土地 3,289 3,289

計 3,352 3,339

 

　担保付債務は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
当連結会計年度

（2023年３月31日）

短期借入金 361百万円 501百万円

計 361 501

 

※７　有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
当連結会計年度

（2023年３月31日）

有形固定資産の減価償却累計額 11,667百万円 11,005百万円

 

（連結損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧

客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じ

る収益を分解した情報」に記載しております。

 

※２　期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損（△は戻入益）が売上

原価に含まれております。

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
　　至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

　 179百万円 △11百万円

 
 

※３　売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額

 
 
 

前連結会計年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

 30百万円 5百万円
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※４　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
　　至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

給与手当 877百万円 852百万円

賞与引当金繰入額 379 346

退職給付費用 △5 △4

技術研究費 425 487

 

 

※５　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
　　至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

　 425百万円 487百万円

 

（連結包括利益計算書関係）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 0百万円 1百万円

組替調整額 － －

計 0 1

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 △124 △449

組替調整額 △156 △151

計 △280 △600

税効果調整前合計 △279 △598

税効果額 87 183

その他の包括利益合計 △192 △415

 

※２　その他の包括利益に係る税効果額

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

その他有価証券評価差額金：   

税効果調整前 0百万円 1百万円

税効果額 － △0

税効果調整後 0 0

退職給付に係る調整額：   

税効果調整前 △280 △600

税効果額 87 184

税効果調整後 △193 △416

その他の包括利益合計   

税効果調整前 △279 △598

税効果額 87 183

税効果調整後 △192 △415
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（連結株主資本等変動計算書関係）

　前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式     

普通株式 2,830 － － 2,830

第１種優先株式 783 － － 783

第２種優先株式（注１） 1,460 － 1,000 460

合計 5,073 － 1,000 4,073

自己株式     

普通株式（注２、３） 6 0 2 4

第１種優先株式 － － － －

第２種優先株式（注４） － 1,000 1,000 －

合計 6 1,000 1,002 4

　（注）１．第２種優先株式の株式数の減少1,000千株は、日本電気株式会社への強制償還により取得及び消却したこと

によるものであります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

３．普通株式の自己株式の株式数の減少２千株は、譲渡制限付株式報酬によるものであります。

４．第２種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少1,000千株は、優先株式の強制償還による自己株式の取

得及び消却によるものであります。

 
 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。
 
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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　当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式     

普通株式（注１） 2,830 361 － 3,191

第１種優先株式（注２） 783 － 783 －

第２種優先株式 460 － － 460

合計 4,073 361 783 3,651

自己株式     

普通株式（注３、４） 4 2 2 4

第１種優先株式（注５） － 783 783 －

第２種優先株式 － － － －

合計 4 785 785 4

　（注）１．普通株式の増加361千株は、株主の請求に基づき、第１種優先株式を普通株式へ転換したことによるもので

あります。

２．第１種優先株式の減少783千株は、株主の請求に基づき、第１種優先株式を普通株式へ転換したことによる

ものであります。

３．普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、取締役会決議による取得２千株及び単元未満株式の買取り

０千株によるものであります。

４．普通株式の自己株式の株式数の減少２千株は、譲渡制限付株式報酬によるものであります。

５．第１種優先株式の自己株式の株式数の増加及び減少783千株は、株主の請求に基づき、第１種優先株式を普

通株式へ転換したことに伴う自己株式の取得及びその後の消却によるものであります。

 
 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。
 
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 

(決議) 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2023年６月27日 普通株式 95百万円 利益剰余金 30円 2023年３月31日 2023年６月28日

2023年６月27日
第２種優先

株式
６百万円 利益剰余金 13.864円 2023年３月31日 2023年６月28日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

「現金及び預金」 3,047百万円 2,108百万円

現金及び現金同等物の期末残高 3,047 2,108 
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社企業グループは、電子応用機器の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金

を銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融商品で運用し、また、短期的な運

転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用して

おり、投機的な取引は行わない方針であります。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　　　　　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制

としております。投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する企業の株式であります。

　　　　　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。

　　　　　借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は、金

利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものについては、支払金利の変動リスクを回避し

支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段と

して利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たし

ているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

　　　　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デ

リバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を

行っております。なお、当連結会計年度末において残高はありません。

　　　　　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社企業グループでは、各社が月次

に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

 

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　　　「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その

金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2022年３月31日）

 
 

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

投資有価証券(*2) 3 3 －

長期借入金(*3) 2,780 2,776 △3

 デリバティブ取引 － － －

 

当連結会計年度（2023年３月31日）

 
 

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

投資有価証券(*2) 5 5 －

長期借入金(*3) 2,140 2,139 △0

 
 (*1)現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金について

は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略し

ております。

 (*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対

照表計上額は以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度（百万円） 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 13 13

 (*3)「長期借入金」には１年以内に返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
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（注）１．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2022年３月31日）

 １ 年 以　内 （百万円）

預金 3,047

受取手形及び売掛金 5,350

合計 8,398

 

 

当連結会計年度（2023年３月31日）

 １ 年 以　内 （百万円）

預金 2,108

受取手形及び売掛金 5,139

合計 7,248

 

（注）２．短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2022年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 1,090 － － － － －

長期借入金 880 － － － 1,900 －

合計 1,970 － － － 1,900 －

 

当連結会計年度（2023年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 1,510 － － － － －

長期借入金 60 60 60 1,960 － －

合計 1,570 60 60 1,960 － －
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分解しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2022年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券
3 － － 3

 

当連結会計年度（2023年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券
5 － － 5

 

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2022年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 2,776 － 2,776

 

当連結会計年度（2023年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 2,139 － 2,139

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　投資有価証券

　上場株式は、相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル１の時価に分類しております。

 

　長期借入金

　元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法

により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2022年３月31日）

 種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

 その他 3 2 0

小計 3 2 0

合計 3 2 0

　非上場株式（連結貸借対照表計上額 13百万円）については、市場価格がない株式等は、上表の「その

他有価証券」には含めておりません。
 
当連結会計年度（2023年３月31日）

 種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

 その他 5 3 2

小計 5 3 2

合計 5 3 2

　非上場株式（連結貸借対照表計上額 13百万円）については、市場価格がない株式等は、上表の「その

他有価証券」には含めておりません。
 

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（2022年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（2023年３月31日）

該当事項はありません。
 

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前連結会計年度（2022年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（2023年３月31日）

該当事項はありません。
 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

前連結会計年度（2022年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等

（百万円）

契約額等の

うち１年超

（百万円）

時価

(百万円)

金利スワップの

特例処理

金利スワップ取引

支払固定・

受取変動

長期借入金 200 － (注)

　（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい

るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
 

当連結会計年度（2023年３月31日）

該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出

制度を採用しております。

　確定給付企業年金制度（すべて積立型制度であります。）では、ポイント制に基づいた一時金又は年金を

支給します。

　退職一時金制度（すべて非積立型制度であります。）では、退職給付として、ポイント制に基づいた一時

金を支給します。

　連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債、退

職給付に係る資産及び退職給付費用を計算しております。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（(3)に掲げられたものを除く）

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日）

 
当連結会計年度

（自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日）

    

　退職給付債務の期首残高 6,856百万円 5,272百万円

勤務費用 233  156

利息費用 59  45

数理計算上の差異の発生額 △38  28

過去勤務費用の発生額 △18  －

退職給付の支払額 △751  △657

退職給付制度一部終了による減少額 △1,054  －

その他 △15  △0

退職給付債務の期末残高 5,272  4,844

 

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表（(3)に掲げられたものを除く）

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日）

 
当連結会計年度

（自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日）

    

年金資産の期首残高 7,582百万円 6,153百万円

期待運用収益 186  153

数理計算上の差異の発生額 △181  △421

事業主からの拠出額 132  90

退職給付の支払額 △521  △424

退職給付制度一部終了による減少額 △1,044  －

年金資産の期末残高 6,153  5,552
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(3）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日）

 
当連結会計年度

（自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日）

    

退職給付に係る負債の期首残高 204百万円 251百万円

退職給付に係る資産の期首残高 △41  △29

退職給付費用 66  39

退職給付の支払額 △1  △1

制度への拠出額 △5  △5

退職給付に係る負債の期末残高 251  285

退職給付に係る資産の期末残高 △29  △30

 

(4）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に

係る資産の調整表

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
 

当連結会計年度
（2023年３月31日）

    

積立型制度の退職給付債務 4,028百万円 3,760百万円

年金資産 △6,246  △5,649

 △2,217  △1,889

非積立型制度の退職給付債務 1,558  1,436

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △659  △452

    

退職給付に係る負債 1,558  1,436

退職給付に係る資産 △2,217  △1,889

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △659  △452

 

(5）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日）

 
当連結会計年度

（自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日）

    

勤務費用 233百万円 156百万円

利息費用 59  45

期待運用収益 △186  △153

数理計算上の差異の費用処理額 △159  △93

過去勤務費用の費用処理額 △29  △57

簡便法で計算した退職給付費用 66  39

確定給付制度に係る退職給付費用 △15  △62

（注）上記以外に、前連結会計年度において確定給付企業年金制度の一部について確定拠出制度へ移行する

ことに伴い、特別損失として「退職給付制度終了損」23百万円を計上しております。
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(6）退職給付に係る調整額

　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日）

 
当連結会計年度

（自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日）

    

過去勤務費用 △249百万円 57百万円

数理計算上の差異 529  542

合　計 280  600
 

（注）前連結会計年度における、過去勤務費用及び数理計算上の差異には、確定給付企業年金制度の一部に

ついて確定拠出制度へ移行することに伴う過去勤務費用△260百万円、数理計算上の差異227百万円が含

まれております。

 

(7）退職給付に係る調整累計額

　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳

 

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
 

当連結会計年度
（2023年３月31日）

    

未認識過去勤務費用 454百万円 396百万円

未認識数理計算上の差異 365  △176

合　計 820  219

 

(8）年金資産に関する事項

①　年金資産の主な内訳

　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率

 

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
 

当連結会計年度
（2023年３月31日）

    

債券 51％  55％

株式 30  30

投資信託 18  14

その他 1  1

合　計 100  100

 

②　長期期待運用収益率の設定方法

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構

成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(9）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
 

当連結会計年度

（2023年３月31日）

    

割引率 0.8～1.0％  0.9％

長期期待運用収益率 2.5％  2.5％

予想昇給率 1.9～3.5％  1.9～3.8％

 

３．確定拠出制度

　確定拠出制度への要拠出額は前連結会計年度34百万円、当連結会計年度74百万円であります。
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（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
 

当連結会計年度
（2023年３月31日）

繰延税金資産    

退職給付に係る負債 465百万円 429百万円

税務上の繰越欠損金（注) 592  341

棚卸資産評価損 305  318

減価償却費 119  93

その他 424  413

繰延税金資産小計 1,908  1,595

　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注) △382  △149

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,120  △904

評価性引当額小計 △1,503  △1,053

繰延税金資産合計 404  541

繰延税金負債    

退職給付に係る資産 △678  △578

その他 △27  △24

繰延税金負債合計 △705  △602

繰延税金資産及び負債(△)の純額 △301  △60

 
（注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2022年３月31日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越

欠損金(※１)
－ － 26 24 373 167 592

評価性引当額 － － － △6 △208 △167 △382

繰延税金資産 － － 26 18 165 － (※２)209

(※１) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(※２) 繰延税金資産を回収可能と判断した理由は、将来実現可能性の高い課税所得の発生が見込まれるから

であります。
 

当連結会計年度（2023年３月31日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越

欠損金(※１)
－ － 1 171 － 168 341

評価性引当額 － － － △23 － △126 △149

繰延税金資産 － － 1 147 － 42 (※2)191

(※１) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(※２) 繰延税金資産を回収可能と判断した理由は、将来実現可能性の高い課税所得の発生が見込まれるから

であります。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
 
 

当連結会計年度
（2023年３月31日）

法定実効税率 30.6％  30.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6  0.5

住民税均等割 0.8  0.7

評価性引当額等の影響 △26.0  △22.4

連結子会社との税率差異 0.0  0.0

税効果を伴わない連結手続上生じた一時差異 0.2  －

繰越欠損金期限切れ 2.4  －

その他 0.1  △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.8  9.1

 

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

　当社及び連結子会社は、当連結会計年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通

算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従っ

て、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま

す。

 

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント

計
情報システム 電子機器

情報システム 11,218 － 11,218

接合機器 － 5,999 5,999

センシングソリューション － 2,012 2,012

顧客との契約から生じる収益 11,218 8,012 19,230

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 11,218 8,012 19,230

 

　当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント

計
情報システム 電子機器

情報システム 12,354 － 12,354

接合機器 － 4,142 4,142

センシングソリューション － 1,257 1,257

顧客との契約から生じる収益 12,354 5,400 17,754

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 12,354 5,400 17,754
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２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４．会

計方針に関する事項　(5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会

計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時

期に関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　（単位：百万円）

 期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 7,076 5,350

契約資産 4,212 4,141

契約負債 199 62

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、199百万円で

あります。

　契約資産は、一定の期間にわたり収益を認識している取引のうち、履行義務をすべて充足していない取引

に関連するものであり、連結貸借対照表の「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。

　契約負債は、期末日時点で充足していない履行義務に係る顧客より支払われた前受金であり、収益に伴い

取り崩されるものであり、連結貸借対照表の流動負債の「その他」に含めて表示しております。

　当連結会計年度の契約資産の重要な変動は、進捗度の測定による変動による増加8,220百万円、債権への

振替による減少8,290百万円であります。契約負債の重要な変動は、前受金の受取62百万円、収益認識によ

る減少199百万円であります。

 

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

　（単位：百万円）

 期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 5,350 5,139

契約資産 4,141 6,606

契約負債 62 46

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、62百万円であ

ります。

　契約資産は、一定の期間にわたり収益を認識している取引のうち、履行義務をすべて充足していない取引

に関連するものであり、連結貸借対照表の「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。

　契約負債は、期末日時点で充足していない履行義務に係る顧客より支払われた前受金であり、収益に伴い

取り崩されるものであり、連結貸借対照表の流動負債の「その他」に含めて表示しております。

　当連結会計年度の契約資産の重要な変動は、進捗度の測定による変動による増加9,661百万円、債権への

振替による減少7,195百万円であります。契約負債の重要な変動は、前受金の受取46百万円、収益認識によ

る減少62百万円であります。

 

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

　当連結会計年度末において、未充足（又は部分的に未充足）の履行義務に配分した総額及び収益の認識が

見込まれる期間は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度

１年以内 8,744 9,294

１年超 1,763 1,300

　当社及び子会社において、１年を超えて収益が認識される契約を有するセグメントは、主に情報システム

であります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　　当社企業グループの報告セグメントは、当社企業グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手

可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と

なっているものであります。

　　当社企業グループは、事業グループごとに取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦

略を立案し、事業活動を展開しております。

　　したがって、当社企業グループは、当該事業グループを基礎とした製品・サービス別のセグメントから

構成されており、「情報システム」、「電子機器」の２つを報告セグメントとしております。

　各報告セグメントの主な製品は次のとおりであります。

セグメントの名称 事業内容

情報システム
表示・音響関連装置、誘導・搭載関連装置、

指揮・統制関連装置、ハイブリッドＩＣ

電子機器 接合機器、センシングソリューション

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）２

合計
 

情報
システム

電子機器 計

売上高      

外部顧客への売上高 11,218 8,012 19,230 － 19,230

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 11,218 8,012 19,230 － 19,230

セグメント利益 780 1,070 1,850 － 1,850

セグメント資産 13,278 3,738 17,017 6,042 23,059

その他の項目      

減価償却費 174 75 250 － 250

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額
40 58 98 91 190

（注）１．セグメント利益の合計は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．セグメント資産及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分して

いないその他の資産であります。

 

　当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）２

合計
 

情報
システム

電子機器 計

売上高      

外部顧客への売上高 12,354 5,400 17,754 － 17,754

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 12,354 5,400 17,754 － 17,754

セグメント利益 1,628 323 1,951 － 1,951

セグメント資産 15,649 3,808 19,457 4,506 23,964

その他の項目      

減価償却費 135 81 217 － 217

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額
42 75 117 163 281

（注）１．セグメント利益の合計は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．セグメント資産及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分して

いないその他の資産であります。
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【関連情報】

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）
 

 情報システム 電子機器 合計

外部顧客への売上高 11,218 8,012 19,230

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：百万円）
 

日本 アジア その他 合計

13,666 4,874 690 19,230

（注）１　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　　　２　アジアのうち、中国は3,385百万円であります。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

富士通(株) 3,867 情報システム

日本電気(株) 3,695 情報システム等

 

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）
 

 情報システム 電子機器 合計

外部顧客への売上高 12,354 5,400 17,754

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：百万円）
 

日本 アジア その他 合計

14,551 2,669 533 17,754

（注）１　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

日本電気(株) 4,293 情報システム等

富士通(株) 4,021 情報システム
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

　連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　 (1）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

該当事項はありません。

 

　 (2）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

該当事項はありません。

 

２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

ＮＡＪホールディングス株式会社（非上場）
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

 
１株当たり純資産     3,369円72銭

１株当たり当期純利益  575円18銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益

  481円58銭

 
　

 
１株当たり純資産     3,672円74銭

１株当たり当期純利益 640円98銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益

606円21銭

 
　

　（注）１．１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度末
（2022年３月31日）

当連結会計年度末
（2023年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 10,765 12,170

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
1,243 466

（うち優先株式払込額） (1,243) (460)

（うち優先配当額） (－) (6)

普通株式に係る期末の純資産（百万円） 9,522 11,703

 １株当たり純資産の算定に用いられた期末の

普通株式の数（千株）
2,825 3,186

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 1,625 1,820

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 6

（うち優先配当額（百万円））  （6）

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益（百万円）
1,625 1,814

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,825 2,830

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（百万円）
－ 6

（うち優先配当額（百万円）） － （6）

普通株式増加数（千株） 549 162

（うち優先株式数（千株）） （549） （162）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ －
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（重要な後発事象）

（自己株式の取得）

　当社は、2023年５月12日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

 

　１．自己株式の取得を行う理由

　資本効率の向上と企業価値の向上を通じて株主への利益を還元するため、自己株式の取得を行うものであり

ます。

 

　２．取得に係る事項の内容

① 取得対象株式の種類　　　　普通株式

② 取得し得る株式の総数　　　75,000株（上限）

　　　　　　　　　　　　　 (発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.35％)

③ 株式の取得価額の総額　　　300,000,000円(上限)

④ 取得期間　　　　　　　　　2023年５月15日～2024年３月31日

⑤ 取得方法　　　　　　　　　東京証券取引所における市場買付

 

３．取得の結果

　上記市場買付による取得の結果、2023年５月15日～2023年５月31日までの間に、当社普通株式10,700株（取

得価額46百万円）を取得いたしました。なお、2023年６月１日から有価証券報告書提出日までの取得自己株式

数は含まれておりません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。
 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 1,090 1,510 0.7 －

１年以内に返済予定の長期借入金 880 60 0.7 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 1,900 2,080 0.7 2027年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他有利子負債 － － － －

合計 3,870 3,650 － －

　（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 60 60 1,960 －

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定に

より記載を省略しております。
 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (百万円) 3,263 7,862 12,624 17,754

税金等調整前四半期

（当期）純利益
(百万円) 109 644 1,206 2,003

親会社株主に帰属す

る四半期（当期）純

利益又は親会社株主

に帰属する四半期純

損失（△）

(百万円) △63 527 965 1,820

１株当たり四半期

（当期）純利益又は

１株当たり四半期純

損失（△）

(円) △22.37 186.75 341.62 640.98

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純

利益又は１株当たり

四半期純損失（△）

(円) △22.37 209.12 154.86 299.93
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2022年３月31日)
当事業年度

(2023年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,034 2,093

受取手形 734 495

売掛金 ※１ 4,573 ※１ 4,643

契約資産 4,141 6,606

棚卸資産 ※２ 2,724 ※２ 3,010

前渡金 21 15

前払費用 49 51

未収入金 ※１ 218 ※１ 162

その他 7 9

流動資産合計 15,506 17,087

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※３ 395 ※３ 349

機械装置及び運搬具 ※３ 45 ※３ 36

工具、器具及び備品 ※３ 170 ※３ 189

土地 ※３ 3,544 ※３ 3,289

建設仮勘定 30 61

有形固定資産合計 4,186 3,927

無形固定資産   

ソフトウエア 203 176

その他 0 0

無形固定資産合計 204 177

投資その他の資産   

投資有価証券 16 18

関係会社株式 450 450

前払年金費用 2,314 2,479

その他 86 80

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 2,848 3,009

固定資産合計 7,239 7,114

資産合計 22,745 24,201

 

EDINET提出書類

日本アビオニクス株式会社(E01968)

有価証券報告書

 83/104



 

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2022年３月31日)
当事業年度

(2023年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形 151 118

電子記録債務 1,533 1,996

買掛金 ※１ 1,703 ※１ 1,789

短期借入金 ※３ 1,970 ※３ 1,570

未払金 ※１ 593 ※１ 334

未払費用 ※１ 200 ※１ 174

未払法人税等 286 196

契約負債 62 46

製品保証引当金 105 67

賞与引当金 761 760

工事損失引当金 － 1

その他 ※１ 164 ※１ 200

流動負債合計 7,532 7,254

固定負債   

長期借入金 1,900 2,080

繰延税金負債 82 17

再評価に係る繰延税金負債 993 993

退職給付引当金 2,253 1,991

その他 150 150

固定負債合計 5,379 5,233

負債合計 12,912 12,488

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,895 5,895

資本剰余金   

その他資本剰余金 － 4

資本剰余金合計 － 4

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,688 3,569

利益剰余金合計 1,688 3,569

自己株式 △6 △13

株主資本合計 7,577 9,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 1

土地再評価差額金 2,254 2,254

評価・換算差額等合計 2,255 2,256

純資産合計 9,833 11,713

負債純資産合計 22,745 24,201
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当事業年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

売上高 ※１ 19,180 ※１ 17,700

売上原価 ※１ 13,339 ※１ 12,044

売上総利益 5,840 5,656

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 4,008 ※１,※２ 3,645

営業利益 1,832 2,010

営業外収益   

受取利息及び受取配当金 ※１ 6 ※１ 5

その他 13 8

営業外収益合計 19 14

営業外費用   

支払利息 ※１ 44 ※１ 32

リース解約損 10 －

その他 7 9

営業外費用合計 62 42

経常利益 1,789 1,982

特別利益   

土地売却益 － 83

特別利益合計 － 83

特別損失   

固定資産除却損 0 5

退職給付制度終了損 23 －

特別損失合計 24 5

税引前当期純利益 1,765 2,060

法人税、住民税及び事業税 201 246

法人税等調整額 △67 △65

法人税等合計 134 181

当期純利益 1,631 1,879
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

       (単位：百万円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 5,895 － － 1,029 1,029 △15 6,909

会計方針の変更による累
積的影響額    31 31  31

会計方針の変更を反映した
当期首残高

5,895 － － 1,061 1,061 △15 6,941

当期変動額        

その他利益剰余金からそ
の他資本剰余金への振替  1,004 1,004 △1,004 △1,004  －

当期純利益    1,631 1,631  1,631

自己株式の取得      △1,003 △1,003

自己株式の消却  △1,002 △1,002   1,002 －

自己株式の処分  △1 △1   9 8

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

       

当期変動額合計 － － － 627 627 8 636

当期末残高 5,895 － － 1,688 1,688 △6 7,577

 

     

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 0 2,254 2,254 9,163

会計方針の変更による累
積的影響額    31

会計方針の変更を反映した
当期首残高

0 2,254 2,254 9,195

当期変動額     

その他利益剰余金からそ
の他資本剰余金への振替    －

当期純利益    1,631

自己株式の取得    △1,003

自己株式の消却    －

自己株式の処分    8

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

0  0 0

当期変動額合計 0 － 0 637

当期末残高 0 2,254 2,255 9,833
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当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

       (単位：百万円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 5,895 － － 1,688 1,688 △6 7,577

当期変動額        

当期純利益    1,879 1,879  1,879

自己株式の取得      △10 △10

自己株式の処分  4 4 1 1 3 9

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

       

当期変動額合計 － 4 4 1,880 1,880 △6 1,879

当期末残高 5,895 4 4 3,569 3,569 △13 9,456

 

     

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 0 2,254 2,255 9,833

当期変動額     

当期純利益    1,879

自己株式の取得    △10

自己株式の処分    9

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

0  0 0

当期変動額合計 0 － 0 1,880

当期末残高 1 2,254 2,256 11,713
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

　　　　 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

 市場価格のない株式等以外のもの

　 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

　 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　　　　 市場価格のない株式等

　　　　 移動平均法による原価法

 

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品、原材料及び貯蔵品

　　　　 総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 仕掛品及び未着原材料

　　　　 個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

 

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　　　　 定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法

　なお、自社利用ソフトウエアについては、社内利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

 

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し計上しております。

(2) 製品保証引当金

　製品販売後の無償修理費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎とした見積額を計上しております。

(3) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(4) 工事損失引当金

請負工事に係る将来の損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。

 

(5) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

１）退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、期間定額基準によっております。

２）数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額

法により翌事業年度から費用処理しております。

　過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法に

より費用処理しております。

５．収益及び費用の計上基準
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　当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通

常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 情報システム

　情報システムにおいては、表示・音響関連装置、誘導・搭載関連装置、指揮・統制関連装置、ハイブ

リッドＩＣの製造及び販売を行っております。これらは主に請負契約により行われており、各顧客の要求

する仕様を満たす必要があることから、各製品の個別性が高く、完成までに一定の期間を要します。この

ような請負契約においては、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識して

おります。進捗度は総原価見積額に対する当事業年度末までの発生原価の割合に基づき算定しておりま

す。

 

(2) 電子機器

　電子機器においては、接合機器（抵抗溶接装置・シーム溶接装置等）及び赤外線サーモグラフィカメ

ラ・監視システム等の製品・ソフトウェア等の販売及びそれらに付随して発生する修理の提供を行ってお

ります。これらの製品の販売につきましては、主として、顧客の引き渡しにより、顧客に当該製品に対す

る支配が移転することから、主として製品を顧客に引き渡した時点（輸出取引においては船積日等）にお

いて履行義務を充足したと判断し、収益を認識しております。

　監視システム等の販売の一部については、各顧客の要求する仕様を満たす必要があることから、各製品

の個別性が高く、完成までに一定の期間を要します。このような契約においては、履行義務の充足に係る

進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識しております。進捗度は総原価見積額に対する事業年度

末までの発生原価の割合に基づき算定しております。

 

　また、(1)、(2)いずれにおいても、一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の充足に

係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収するこ

とが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。

　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契

約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時

点で収益を認識しております。

　これらの履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから概ね１年以内に受領しており、重要な金融要

素を含んでおりません。

 

６．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合は特

例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の支払利息

なお、当事業年度末においては、残高はありません。

(3) ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利の変動によるリスクの低減のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象は重要な条件が同一であるため、高い有効性を有しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表にお

けるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。
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（重要な会計上の見積り）

（一定の期間にわたり履行義務を充足する契約における収益認識）

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

売上高 8,220 9,661

 

２．財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

　当社は、請負契約等において、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断した契約については、履

行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しており、進捗度は総原価見積額に対する事業年度末までの

発生原価の割合に基づき算定しております。

 

(2）当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

　当社の一定の期間にわたり履行義務が充足される契約の見積りにおける主要な仮定は、総原価見積額であ

ります。当社が受注する案件は個別性が強く、総原価の見積りにあたっては画一的な判断尺度を得られにく

いため、請負契約ごとに製品に対する専門的な知識を有する設計部門及び事業管理部門が類似契約の過去の

実績等を参考に、個別の積上げ計算により総原価見積額を合理的に見積もるとともに、定期的かつ継続的に

見直しを行っております。

 

(3）翌事業年度の財務諸表に与える影響

　総原価の見積りにあたっては設計部門及び事業管理部門による判断を伴うため、仕様の変更、材料の購入

価格及び作業時間の変動等により、当初の見積額と実際発生原価との間に乖離が生じる可能性があります。

これにより総原価見積額を変更した場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与え

る可能性があります。

 

（繰延税金資産の回収可能性）

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

繰延税金資産 － －

（前事業年度における繰延税金負債との相殺前の金額は654百万円であり、当事業年度における繰延税金負

債との相殺前の金額は766百万円であります。）

 

２．財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

　将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プラ

ンニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。当社の将来の課税所得の見積りにあ

たっては、主に翌年度予算を基礎としております。

 

(2）当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

　当社の将来の課税所得の見積りの基礎となる翌年度予算における主要な仮定は、情報システムの個別案件

の受注高及び売上総利益率、並びに、電子機器の販売数量にあります。

 

(3）翌事業年度の財務諸表に与える影響

　上記の主要な仮定については、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、

受注高及び販売数量が想定より大きく変動することやＱＣＤ（品質、コスト、納期）の改善活動の成果等に

より、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なる結果となった場合、繰延税金資産が増減し

翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
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（表示方法の変更）

　前事業年度において、「支払手形」に含めておりました「電子記録債務」は、金額的重要性が増したため、

当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表

の組替えを行っております。

　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「支払手形」に表示していた1,685百万円は、「支払手形」

151百万円、「電子記録債務」1,533百万円として組み替えております。

 

（会計方針の変更）

（棚卸資産の評価方法の変更）

　棚卸資産のうち、製品、原材料及び貯蔵品に係る評価方法は、従来、先入先出法による原価法（収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）を採用しておりましたが、当事業年度より、総平均法による原価法（収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。

　この評価方法の変更は、当事業年度より新基幹システムの導入を契機に、棚卸資産の評価及び期間損益計算を

より適正に行うことを目的に実施したものであります。

　なお、この変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。

 

（貸借対照表関係）

※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は次のとおりでありま

す。

 
前事業年度

（2022年３月31日）
当事業年度

（2023年３月31日）

短期金銭債権 199百万円 102百万円

短期金銭債務 366 379

 

※２　棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2022年３月31日）
当事業年度

（2023年３月31日）

製品 353百万円 624百万円

仕掛品 900 878

原材料及び貯蔵品 1,445 1,491

未着原材料 25 15

 

 

※３　有形固定資産のうち、次の資産は工場財団として下記借入の担保に供しております。

 
前事業年度

（2022年３月31日）
当事業年度

（2023年３月31日）

建物及び構築物 62百万円 50百万円

機械装置及び運搬具 0 0

工具、器具及び備品 0 0

土地 3,289 3,289

計 3,352 3,339

 

　　担保付債務は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2022年３月31日）
当事業年度

（2023年３月31日）

短期借入金 361百万円 501百万円

計 361 501
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（損益計算書関係）

※１　関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額

 
 
 

前事業年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当事業年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

営業取引による取引高   

売上高 0百万円 0百万円

仕入高 1,749 1,435

その他の営業取引高 402 292

営業取引以外の取引高 11 11

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度52％、当事業年度47％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度48％、当事業年度53％であります。

　　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2021年４月１日
　　至　2022年３月31日）

当事業年度
（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

給与手当 850百万円 835百万円

賞与引当金繰入額 365 334

減価償却費 46 67

技術研究費 425 487

 
 

（有価証券関係）

　子会社株式

　　市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

（単位：百万円）
 

区分 前事業年度 当事業年度

子会社株式 450 450

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2022年３月31日）
 

当事業年度
（2023年３月31日）

繰延税金資産    

退職給付引当金 680百万円 600百万円

税務上の繰越欠損金 586  340

関係会社株式評価損 368  369

棚卸資産評価損 296  306

減価償却費 95  68

その他 391  384

繰延税金資産小計 2,418  2,070

　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △380  △149

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,383  △1,155

評価性引当額小計 △1,764  △1,304

繰延税金資産合計 654  766

繰延税金負債    

前払年金費用 △707  △758

その他 △28  △24

繰延税金負債合計 △736  △783

繰延税金資産及び負債(△)の純額 △82  △17
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 

 
前事業年度

（2022年３月31日）
 
 

当事業年度
（2023年３月31日）

法定実効税率 30.6％  30.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4  0.3

住民税均等割 0.8  0.7

評価性引当額等の影響 △26.9  △22.3

繰越欠損金期限切れ 2.5  －

その他 0.3  △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.6  8.8

 

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

　当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場

合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方

法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

 

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項）４．会計方針に関する事項　(5) 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の

内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

（重要な後発事象）

（自己株式の取得）

　当社は、2023年５月12日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

 

　１．自己株式の取得を行う理由

　資本効率の向上と企業価値の向上を通じて株主への利益を還元するため、自己株式の取得を行うものであ

ります。

 

　２．取得に係る事項の内容

① 取得対象株式の種類　　　　普通株式

② 取得し得る株式の総数　　　75,000株（上限）

　　　　　　　　　　　　　 (発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.35％)

③ 株式の取得価額の総額　　　300,000,000円(上限)

④ 取得期間　　　　　　　　　2023年５月15日～2024年３月31日

⑤ 取得方法　　　　　　　　　東京証券取引所における市場買付

 

３．取得の結果

　上記市場買付による取得の結果、2023年５月15日～2023年５月31日までの間に、当社普通株式10,700株

（取得価額46百万円）を取得いたしました。なお、2023年６月１日から有価証券報告書提出日までの取得自

己株式数は含まれておりません。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高 減価償却累計額

有形固定資産

建物及び構築物 2,887 9 25 54 2,871 2,521

機械装置及び運搬具 2,937 2 (注1)732 10 2,206 2,169

工具、器具及び備品 3,124 84 55 62 3,153 2,963

土地
3,544

[3,248]
－ (注2)255 －

3,289

[3,248]
－

建設仮勘定 30 127 95 － 61 －

計
12,524

[3,248]
222 1,165 127

11,582

[3,248]
7,655

無形固定資産

ソフトウエア 709 26 39 48 695 519

その他 499 － － － 499 498

計 1,208 26 39 48 1,195 1,017

　（注）１．「機械装置及び運搬具」の当期減少額の主なものは、情報システム用生産設備の除却でありま

す。

２．「土地」の当期減少額の主なものは、旧山梨アビオニクス株式会社から受け入れた敷地の譲渡に

伴うものであります。

３．[　]内は「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った土地

の再評価に係る再評価差額であり、土地の内数でもあります。

４．「当期首残高」及び「当期末残高」については、取得価額を記載しております。

 

【引当金明細表】

（単位：百万円）
 

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 18 － － 18

製品保証引当金 105 67 105 67

賞与引当金 761 760 761 760

工事損失引当金 － 1 － 1

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月３１日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月３１日

剰余金の配当の基準日
９月３０日
３月３１日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所

（特別口座）

　　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

　　　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

　　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

　三井住友信託銀行株式会社

取次所 ──────

買取・買増手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、電子公告を行うことができない事故その他
やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とする。
公告掲載URL
http://www.avio.co.jp/ir/index.htm

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の

規定による請求をする権利及び株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当て

を受ける権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社の、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はＮＡＪホールディングス株式会社であります。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

１　有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

　事業年度（第72期）（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）2022年６月22日関東財務局長に提出

 

２　内部統制報告書及びその添付書類

　2022年６月22日関東財務局長に提出

 

３　四半期報告書及び確認書

（第73期第１四半期）（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）2022年８月10日関東財務局長に提出

（第73期第２四半期）（自　2022年７月１日　至　2022年９月30日）2022年11月４日関東財務局長に提出

（第73期第３四半期）（自　2022年10月１日　至　2022年12月31日）2023年２月３日関東財務局長に提出

 

４　臨時報告書

　2022年６月23日関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（定時株主総会における議決権行使の結果）に基

づく臨時報告書であります。

 

５　自己株券買付状況報告書

　2023年６月14日関東財務局長に提出

　　金融商品取引法第24条の６第１項に基づく自己株式の取得における自己株券買付状況報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 2023年６月27日

日本アビオニクス株式会社  
 
 取締役会　御中   

 

 ＥＹ新日本有限責任監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 武　藤　太　一

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 諸　冨　英　之

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本アビオニクス株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ

た。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本

アビオニクス株式会社及び連結子会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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一定の期間にわたり履行義務を充足する契約における収益認識

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

　注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項）4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の

計上基準及び注記事項（重要な会計上の見積り）に記載さ

れているとおり、会社は、請負契約等において、一定の期

間にわたり履行義務が充足されると判断した契約について

は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識して

おり、進捗度は総原価見積額に対する連結会計年度末まで

の発生原価の割合に基づき算定している。

　当連結会計年度の売上高17,754百万円のうち、一定の期

間にわたり履行義務を充足する契約における売上高は

9,661百万円と54.4％を占めている。なお、当該売上高は

全て日本アビオニクス株式会社が計上したものである。

　注記事項（重要な会計上の見積り）に記載されていると

おり、会社が受注する案件は個別性が強く、総原価の見積

りに当たっては画一的な判断尺度を得られにくい。このた

め、請負契約ごとに製品に対する専門的な知識を有する設

計部門及び事業管理部門が類似契約の過去の実績等を参考

に、個別の積上げ計算により総原価を見積もっているが、

見積りに当たっては設計部門及び事業管理部門による判断

を伴い不確実性を伴うものとなる。

　また、会社が受注する案件は一般に長期にわたることか

ら、案件の進捗等に伴い様々な要因で実際発生原価と当初

の見積額との間に乖離が生じる場合があり、総原価の適

時・適切な見直しには複雑性が伴う。

　以上から、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務

を充足する契約における収益の計算に当たり、総原価の見

積りが特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当す

るものと判断した。

　当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足する

契約における収益に係る総原価の見積りの妥当性を検討す

るに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

　総原価の見積りに関する会社の以下の内部統制の整備・

運用状況を評価した。

・総原価の見積りの基礎となる実行予算書（案件の原価管

理のために作成され承認された予算書）が専門知識を有す

る設計部門及び事業管理部門による積上げ計算により作成

され、必要な承認により信頼性が確保されるための統制

・案件の進捗状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客か

らの仕様変更指示に応じて、適時に総原価の見積りの改訂

が行われる体制

 

(2) 総原価の見積りの妥当性の評価

　請負額、案件損益、案件の内容、案件の進捗状況等の内

容に照らして、総原価の見積りの不確実性が相対的に高い

案件を識別し、以下の手続を実施した。

・総原価の見積りについて、その計算の基礎となる実行予

算書と照合し、見積原価が積上げにより計算されている

か、また、実行予算書の中に、将来の不確実性に対応する

ことを理由として異常な金額の調整項目が入っていないか

どうか検討を行った。

・当初の総原価見積額について、既発生原価と今後発生予

定の原価見積額のそれぞれと比較し、当該変動が一定の割

合以上のものについては、総原価見積変更申請書及び根拠

資料等との照合により、その変動内容が案件の実態が反映

されたものであるかどうか検討した。

・案件の管理資料を閲覧し、利益率の変動や納期と進捗率

を比較するとともに、会社への質問により、総原価の見積

りの変更の要否に関する会社の判断を評価した。

・総原価の事前の見積額とその確定額又は再見積額を比較

することによって、総原価の見積りプロセスの評価を行っ

た。
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日本アビオニクス株式会社の繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

　会社は、2023年3月31日現在、連結貸借対照表上、繰延

税金資産4百万円を計上している。

　注記事項（重要な会計上の見積り）に記載されていると

おり、当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額

は541百万円であり、このうち日本アビオニクス株式会社

の金額が509百万円である。

　会社は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対

して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プラ

ンニングにより繰延税金資産の回収可能性を判断してお

り、将来の課税所得の見積りは主に翌年度予算を基礎とし

ている。

　将来の課税所得の見積りの基礎となる翌年度予算におけ

る重要な仮定は、情報システムの個別案件の受注高及び売

上総利益率、並びに、電子機器の販売数量である。

　日本アビオニクス株式会社の繰延税金資産の回収可能性

の判断において、翌年度予算における重要な仮定は不確実

性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査

法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するもの

と判断した。

　当監査法人は、日本アビオニクス株式会社の繰延税金資

産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査

手続を実施した。

・将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高につい

て検討するとともに、その解消見込年度のスケジューリン

グについて検討した。

・将来の課税所得の見積りを評価するため、その基礎とな

る将来の事業計画について検討した。将来の事業計画の検

討に当たっては、取締役会によって承認された翌年度予算

との整合性を検討した。

・経営者の予算策定の見積りプロセスの有効性を評価する

ため、過年度の予算と実績とを比較した。

・翌年度予算における重要な仮定である情報システムの個

別案件の受注高及び売上総利益率、並びに、電子機器の販

売数量について、経営者及び事業担当役員と協議するとと

もに、情報システムの個別案件の受注高及び電子機器の販

売数量について、過去実績からの趨勢分析及び利用可能な

外部データとの比較を実施した。また、情報システムの売

上総利益率について、過去実績からの趨勢分析を実施し

た。

・翌年度予算に一定のリスクを反映させた経営者による不

確実性に関する評価について検討した。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見

に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日本アビオニクス株式会社

の２０２３年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、日本アビオニクス株式会社が２０２３年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠

して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。
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内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任

を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

 2023年６月27日

日本アビオニクス株式会社  
 
 取締役会　御中   

 

 ＥＹ新日本有限責任監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 武　藤　太　一

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 諸　冨　英　之

 

監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている日本アビオニクス株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月31日までの第73期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
行った。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本アビ
オニクス株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
 
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

一定の期間にわたり履行義務を充足する契約における収益認識

　会社は、請負契約等において、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断した契約については、履行義務の充

足に係る進捗度に基づき収益を認識しており、進捗度は総原価見積額に対する事業年度末までの発生原価の割合に基づ

き算定している。

　当事業年度の売上高17,700百万円のうち、一定の期間にわたり履行義務を充足する契約における売上高は9,661百万

円と54.6％を占めている。

　関連する開示は、注記事項（重要な会計方針）5.収益及び費用の計上基準及び注記事項（重要な会計上の見積り）に

含まれている。

　当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告

書に記載されている監査上の主要な検討事項と同一内容であるため、記載を省略している。

 

 

繰延税金資産の回収可能性

　会社は、2023年3月31日現在、貸借対照表上、繰延税金負債17百万円を計上している。また、繰延税金負債と相殺前

の繰延税金資産の金額は766百万円である。

　関連する開示は、注記事項（重要な会計上の見積り）に含まれている。

　当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告

書に記載されている監査上の主要な検討事項と同一内容であるため、記載を省略している。
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 
財務諸表監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監　査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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